
利用期間 ８８月月１１日㈮〜日㈮〜１１１１月月3０3０日㈰日㈰
申込期間 ７７月月１１日㈫〜日㈫〜３１３１日㈭日㈭
申込期間内に、PayPayアプリから申込可能です。
※詳細はPayPaynをご確認ください。

募集用チラシ

　この標本は、その地域で生息していた昆虫を選別せずに収集してい
る点が特徴です。標本のおよそ半分は、多摩地域に生息していた昆虫
で構成され、その70％程度は市内ではもう生息していません。そのた
め、この昆虫標本は、その時代に多摩地域で生息していた昆虫相を体
系的に記録したものであると同時に、近年の都市化、地球温暖化、ま
た外来生物の影響など昆虫を取り巻く自然環境や社会環境のさまざま
な変化を知ることのできる記録となります。
　また、多摩地域以外で採集された昆虫標本も、多摩地域の特徴を研
究するための比較資料として重要なものであることから、文化財とし
ての価値が高いものです。

北原俊幸昆虫標本コレクション北原俊幸昆虫標本コレクションがが
新たに市新たに市のの指定文化財指定文化財にに
�� 指定されました指定されました

l生涯学習課文化財係（市郷土資料室）☎０４２・４７２・００５１
今回指定された文化財の昆虫標本（左から順にチョウ・トンボ・カブトムシ）

　昆虫標本は、東久留米市文化財保護審議会委員でもある北原俊幸氏が1953
年～2019年の期間に採集したもので、同氏より寄贈されたものです。

PayPayn 問い合わせ
フォーム

l▼�事業について＝産業政策課労政商工係
☎042・470・7743

　▼�PayPayアプリについて＝問い合わせ
フォームより

年代 １９５３年～２０１９年の期間で採取された個体
員数※ ６２５箱【４６,０００個体（３１７０種）】

指定日 令和 ７年 ６月 ６日 所在地 市郷土資料室

※員数とは一定の個数を指します

関連イベントを２面に掲載!

■e�PayPayアプリの本人確認が完了済の18～39歳（令和 7 年
4月 1日時点）で市内在住の方

■i申込多数の場合は抽選により購入口数を決定します
　※お買い物は市内でPayPayが使える店舗に限ります
　※一部対象外店舗あり（詳細はPayPaynへ）
当選発表 8 月 1 日夕方以降を予定
　※�メールでの通知やPayPayアプリ内で結果が確認できます。

　PayPayアプリから １口4,000円分の東くるめプレミアムデジタル
チケットが3,000円で購入できます（プレミアム分は1,000円）。
　 1人 ５口まで申し込み可能！

東く
るめプ

レミアムデジタルチケット
東く
るめプ

レミアムデジタルチケットでで市内市内ででお
得お得ににお買い物お買い物♪♪

若者若者のの消費促進事業消費促進事業をを始動始動!!

●●●●●●●●●●●●物 価 高 騰 対 応

今号の主な内容

No. 1376

令和7年
（2025年）

7／1 号

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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毎月１日・１５日発行

・ ６年度下半期の市の財政状況を公表します……… ２面

・戸籍に記載する氏名の振り仮名のお知らせを送付します… ３面

・市職員募集…………………………………………… ７面

・市民大学中期コース受講生募集…………………… ８面



　東久留米市文化財保護審議委員の北原俊幸氏から市に寄贈された昆虫
標本が市の天然記念物に指定されたことを記念した展示を実施します。
　「文化財」としての昆虫標本という視点から、昆虫が暮らしていた昔の
東久留米の風景写真の展示や昆虫の特色ある「体のつくり」に注目した展
示となります。また開催期間には同氏による展示解説を予定してます。
夏休みの思い出づくりや自由研究にぜひお越しください。
開催期間
７ 月２５日㈮～ ８月３0日㈯（日曜日、祝日を除く）
展示場所
市郷土資料室（わくわく健康プラザ ２階）

夏の昆虫展夏の昆虫展
～「文化財」としての昆虫～～「文化財」としての昆虫～

７ 月２５日㈮・２６日㈯、 ８月 １日㈮
午前１０時および午後 ３時から

展示解説

前回の昆虫展の様子昔の東久留米（金山町にある神山厳島
神社東側付近）の風景（1966年）

f各回先着１５人　　　　k当日会場で

　北原俊幸氏が市に寄贈した昆虫標本コレクションが文化財指定
されたことを記念し、50年以上にわたる昆虫採集について昆虫と
の出会い、採集について、昆虫からみた未来への提言を内容に講
演を実施します。

「昆虫と私」
北原俊幸昆虫標本コレクション
文化財指定記念講演会

講演日時・場所

e小学校 3年生以上の方
f先着２０人
i車での来場可　　　　k当日会場で

８ 月 ２ 日㈯　午前１０時～11時半
わくわく健康プラザ　 ２階集会室 1

l生涯学習課文化財係（市郷土資料室）☎０４２・４７２・００５１東久留米市 文化財登録関連イベント

過去の様子

2

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

7．7．1

　市では、年 ２回、予算の執行状況並びに市民負担の概況、財産、地
方債の現在高などの財政状況を公表しています。今回は、 ６年度下半
期（１０月～ ３月）の状況についてお知らせします。

特別会計・歳入歳出状況

予算総額
執行額

（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

収入率

執行率

国民健康保険特別会計 １19億8,486万8千円 １０3億206万６千円 90．4％
１08億6,１56万3千円 ９0．6％

後期高齢者医療特別会計 ３8億9,984万6千円 ３8億9,169万５千円 99．4％
３8億5,５56万2千円 ９８．９％

介護保険特別会計 １１5億9,574万４千円 １０9億678万６千円 ９5．0％
102億9,996万9千円 ８8．8％

下水道事業会計・収入支出予算執行状況
予算総額

（上段：収入額）
（下段：支出額）

執行額
（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

収入率

執行率

収益的収支 ２３億2,482万8千円 ２２億4,177万３千円 ９6．４％
２２億9,059万3千円 ２１億1,27８万3千円 ９2．2％

資本的収支 １2億2,091万9千円 8億262万8千円 ６5．7％
２1億6,564万8千円 １5億3,736万2千円 71．0％

※�各計数は原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一
致しない場合があります。
※�予算総額に対する執行率はいずれも 7年 ３月末日現在のもので
す。 １年間の決算は、現金の未収・未払いの整理を行うために
設けられている「出納整理期間（ ４月 １日～ ５月３１日）」後に確定
します（下水道事業会計を除く）。

６年度下半期の市の財政状況を公表します
l財政課☎０４２・４７０・７７０６

区分 内訳

現在高
一般会計 ２09億２,928万７千円

下水道事業会計 ５2億8,324万7千円
合計 ２62億1,253万4千円

償還利子
一般会計 3億1,734万7千円

下水道事業会計 6億6,806万6千円
合計 9億８,541万3千円

　道路、公園の整備や公共施設の建設など、将来その施設を利用する世代にも負担をしてもらうことが適当
な事業の場合、市では事業費の一定割合を「市債」として国などから借り入れを行っています。
　※償還利子は金利に変更がない場合の予定額です。

市債の状況

区分 面積および箇所数

土地 ５９万5,562．54㎡

建物 １９万8,070．33㎡

工作物 １,647箇所

　公有財産とは、市が所有する不動産や動産などを言います。
公有財産の状況

一人当たり １５万3千円

一世帯当たり ３１万2千円

　市の財源は、皆さんが納めている市税のほか、国や都からの支出
金などによって構成されています。

市税負担額の状況

区分 現在高

財政調整基金 36億２,162万3千円

その他の基金 6８億6,２28万1千円

合計 １04億8,390万4千円

　基金は、家計で言えば「預貯金」に当たるものです。多額の資金が
必要となる事業に備え、財政事情を考慮しながら目的ごとに積み立
てています。

基金の状況

予算総額
執行額

（上段：収入済額）
（下段：支出済額）

収入率

執行率

５43億４,２７７万６千円 ４80億6,902万2千円 95．6％
４48億9,060万2千円 ８2．6％

　当初予算額は４７８億２,１００万円でしたが、１５回の補正を行いました。
一般会計・歳入歳出状況



戸籍に記載する氏名の振り仮名の
お知らせを送付します

　戸籍の氏名に新たに振り仮名が記載されます。本籍地が東久留米市の方には ７月
下旬～ 8月上旬に、本籍地が東久留米市以外の方には本籍地の自治体から振り仮名
のお知らせ（通知はがき）を送付します。内容を必ずご確認ください。
■振り仮名が正しい方
　届出は不要です。 ８年 ５月２６日㈫以降、通知された振り仮名が記載されます。
■振り仮名に誤りがある方
　 ８年 ５月２５日㈪までに正しい振り仮名の届出が必要です。マイナポータル、窓口、
郵送でお届けください。
l法務省専用コールセンター☎０５７０・０５・０３１０（土曜・日曜日、祝日、年末年始を
除く午前 ８時半～午後 ５時１５分）

法務省n

市n通知はがきのイメージ
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負担割合は3割 負担割合は2割

申請
する

図　70歳～74歳の国保加入者の一部負担金割合判定方法について

①市都民税課税標準額による判定
判定対象者（70歳～74歳の国保加入者）全員の市都民税課税標準額（合計所得
金額から所得控除を差し引いた額）が145万円未満である
※判定対象者が国保世帯主の場合で、前年（判定期日の属する月が1月～7月の場合
は、前々年）12月31日時点における国保世帯内に、所得が38万円以下である18歳
以下の被保険者がいる場合は、市都民税課税標準額から以下の額を控除します｡
▼15歳以下の被保険者数×33万円　▼16歳以上18歳以下の被保険者数×12万円

②旧ただし書き所得による判定
判定対象者の旧ただし書き所得（総所得額等から基礎控除額を控除した
額）の合計額が210万円以下である

③収入額による判定（申請による再判定）
下表のいずれかに該当する

※１　75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療に移行した
者で、75歳到達日以降も継続して国保加入者と同一の世帯に
属する者。

※２　収入額が公簿などにより確認できる場合は、自動的に負担割
合は２割となるため申請不要。

はい
※２
はい
※２

合計収入額520万円未満２人以上

有り

本人収入額383万円未満無し

１人

基準収入額特定同一世帯
所属者(※1)の有無

70歳～74歳の
国保被保険者の数

本人収入額383万円未満
もしくは
特定同一世帯所属者を含む
合計収入額520万円未満

　令和 ６年１２月 １ 日までに交付した被保険者証は ７年 ９月３０日まで、 ６年
１２月 ２ 日以降に交付した資格確認書は ７年 ７月３１日までが有効期限です。
そのため、マイナ保険証（健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード）
の保有状況により「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を ７月末まで
に送付します（下表参照）。
※�７ 年 ６ 月２０日時点の情報をもとに作成するため、最新の情報でない資格
確認書等が行き違いで届く場合があります。
※�有効期限が過ぎた被保険者証や資格確認書は、個人情報が読み取れない
ように細かく切るなどして、ご自身で破棄してください。

■７０歳～７４歳の方の一部負担金割合について
　７０歳以上の被保険者の方には、一部負担金割合（ ２割もしくは ３割）が記
載されています。この、一部負担金割合は、令和 ７年度の市都民税課税標
準額等に基づいて判定し、 ８月に更新します。判定方法については下図を
ご参照ください。表　送付物・有効期間など

マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方

送付物

資格情報のお知らせ
※受診の際はマイナ保険証をお
使いください（資格情報のお知
らせでは受診できません）。

資格確認書
※これまでの健康保険証と同じ
ように受診時にお使いいただけ
ます。

有効期間（※1）
70歳以上 １年間

（令和８年７月３１日）

70歳未満 無期限 １年間（※2）
（令和８年７月３１日）

郵送方法

普通郵便 特定記録郵便
世帯分をまとめて世帯主宛てに送付します。
同じ世帯の方であっても、資格情報のお知らせと資格確認書は
別送となるため、到着時期が異なる場合があります。

(※1)有効期間までに①75歳になる方は、誕生日の前日まで②70歳になる方は、70歳の誕生
日の月末(誕生日が月の初日である場合は前月末)まで③在留期限が満了する外国籍の方は期限
の翌日まで
(※2)70歳未満の資格確認書の有効期間は2年とする予定でしたが、国民健康保険中央会のシ
ステムの仕様により、暫定的な対応として有効期間が1年となります。

国民健康保険資格確認書等の一斉更新について l保険年金課国保年金資格係☎０４２・４７０・７７３２

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせマイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ

■資格確認書の交付申請
　マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証での受診が困難な方には、
申請により資格確認書を交付します。
申請により資格確認書を交付できる方
▼マイナンバーカードを紛失した方　▼マイナンバーカードを更新中の方
▼疾病等でマイナ保険証での受診が困難な方
■マイナ保険証の利用登録解除申請
　マイナ保険証の利用は任意であるため、利用登録解除の
手続きが可能です。詳細は、市nをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル☎０１２０・９５・０１７８（ ５ 番を選択の上、
音声ガイダンスにしたがってお進みください）
受付時間▼平日＝午前 ９時半～午後 ８時▼土曜・日曜日、祝日＝午前
９時半～午後 ５時半（年末年始を除く）

市n
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市

民

生

活

７
年
度
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
の
発
送

　
４
月
～
８
年
３
月
の
加
入
月

数
分
を
計
算
し
た
７
年
度
の
国

民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）納
税

通
知
書
を
７
月
１１
日
㈮
に
発
送

し
ま
す
。
納
付
書
や
口
座
振
替

（
普
通
徴
収
）、年
金
天
引
き（
特

別
徴
収
）の
い
ず
れ
か
で
の
納

付
と
な
り
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方

　
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
全
員
が
６５
～
７４
歳
で
あ

る
な
ど
、
一
定
の
条
件
に
該
当

す
る
場
合
、
国
保
税
は
特
別
徴

収
と
な
り
ま
す（
一
部
例
外
あ

り
）。

　
な
お
、
今
年
度
か
ら
特
別
徴

収
の
対
象
に
な
る
方
は
、
第
３

期
ま
で
普
通
徴
収
と
な
り
、
１０

月
か
ら
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ

ま
す
。

◎
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ

の
変
更

　
納
付
方
法
を
特
別
徴
収
か
ら

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
７
月
３１
日
㈭
ま
で

の
手
続
き
で
、
１０
月
の
特
別
徴

収
を
中
止
し
、
１０
月
末
か
ら
口

座
振
替
と
な
り
ま
す
。
８
月
１

日
㈮
以
降
の
手
続
き
は
、
１２
月

以
降
か
ら
中
止
と
な
り
ま
す
。

　
※
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
か

ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
①
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
の
資
格
が

確
認
で
き
る
書
類
②
口
座
の
届

出
印
③
口
座
振
替
依
頼
書
ま
た

は
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド（
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
）

　
※
②
・
③
は
国
保
税
の
口
座

登
録
が
な
い
方
の
み
必
要
で
す
。

　
※
お
支
払
い
い
た
だ
く
国
保

税
の
総
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◎
国
保
税
の
軽
減

　
国
保
税
は
住
民
税
の
よ
う
な

非
課
税
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

所
得
の
少
な
い
方
も
、
応
益
割

（
均
等
割
）の
国
保
税
を
負
担
す

る
こ
と
か
ら
、
軽
減
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
軽
減
等
の

詳
細
は
納
税
通
知
書
に
同
封
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
市
n
な
ど

か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
国
保

財
政
の
健
全
な
運
営
に
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

l
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
３

市n

７
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
決
定
通
知
書
兼
納

付（
納
入
）通
知
書
の
送
付

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

７５
歳
以
上（
障
害
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
６５
歳
以
上
）の
方

が
対
象
で
す
。
７
年
度
の
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
決
定
通
知

書
兼
納
付（
納
入
）通
知
書（
以

下
、「
通
知
書
」）を
、
７
月
１１
日

㈮
に
送
付
し
ま
す
。 

　
保
険
料
の
納
め
方
は
、
年
金

天
引
き（
特
別
徴
収
）と
、
納
付

書
や
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た

だ
く
普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

通
知
書
の
表
紙
に「
今
回
の
納

付（
納
入
）方
法
」を
記
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

◎
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替

へ
の
変
更

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
年

金
天
引
き（
特
別
徴
収
）が
原
則

で
す
が
、
口
座
振
替
に
納
付
方

法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
７
月
３１
日
㈭
ま
で
の
手
続

き
で
、
１０
月
の
特
別
徴
収
を
中

止
し
、
１０
月
末
か
ら
口
座
振
替

と
な
り
ま
す
。
８
月
１
日
㈮
以

降
の
手
続
き
は
、
１２
月
以
降
か

ら
中
止
と
な
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
①
資
格

確
認
書
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
②
口
座
番
号
が

分
か
る
も
の（
預
金
通
帳
な
ど
）

ま
た
は
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド（
暗
証
番
号
が
必
要

で
す
）③
通
帳
届
出
印

　
※
②
・
③
は
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
口
座
登
録
が
な
い

方
の
み
必
要
で
す
。

l
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８
４
６

後
期
高
齢
者
医
療
資
格

確
認
書
の
送
付

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
青

竹
色
）も
し
く
は
資
格
確
認
書

（
オ
レ
ン
ジ
色
）の
有
効
期
限
は
、

７
月
３１
日
㈭
で
す
。
８
月
１
日

㈮
か
ら
使
用
す
る
資
格
確
認
書

（
藤
色
）は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の

保
有
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
７
月

末
日
ま
で
に
特
定
記
録
郵
便
で

送
付
し
ま
す
。
有
効
期
限
は
８

年
７
月
３１
日
㈮
ま
で
の
１
年
間

で
す
。

　
７
年
７
月
３１
日
㈭
ま
で
は
現

在
の
保
険
証（
青
竹
色
）ま
た
は

資
格
確
認
書（
オ
レ
ン
ジ
色
）を

使
用
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で

は
破
棄
し
な
い
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。
８
月
１
日
㈮
を
過
ぎ
て

も
資
格
確
認
書
が
届
か
な
い
場

合
は
、
保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
有
効
期
限
が
切
れ
た
保

険
証（
青
竹
色
）も
し
く
は
資
格

確
認
書（
オ
レ
ン
ジ
色
）は
、
８

月
１
日
㈮
以
降
に
ご
自
身
で
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８

４
６

固
定
資
産
税（
家
屋
）調

査
等
に
ご
協
力
を

家
屋
調
査
に
つ
い
て
１
月
２
日

～
８
年
１
月
１
日
に
新
築
や
増

築
し
た
家
屋
を
対
象
に
、
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
基
と

な
る
評
価
額
を
算
出
す
る
た
め
、

家
屋
調
査
を
行
い
ま
す
。
調
査

を
行
う
と
き
は
、
事
前
に
文
書

で
連
絡
し
ま
す

市
内
巡
回
に
つ
い
て
来
年
度
の

課
税
対
象
家
屋
を
把
握
す
る
た

め
、
市
職
員
が
市
全
域
を
巡
回

し
ま
す
。
新
築
、
増
築
ま
た
は

取
り
壊
し
に
よ
っ
て
課
税
台
帳

と
の
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
、

戸
別
に
調
査
を
行
い
ま
す

　
※
調
査
時
に
は
、「
固
定
資
産

評
価
補
助
員
」に
選
任
さ
れ
た

市
職
員
が
徴
税
吏
員
証
を
所
持

し
訪
問
を
し
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

所
有
し
て
い
る
家
屋
に
変
更
等

が
あ
っ
た
場
合
の
連
絡
に
つ
い
て

所
有
し
て
い
る
家
屋
が
次
の
①

～
③
に
該
当
す
る
場
合
は
、
課

税
課
家
屋
資
産
税
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
７
７（
内
線
２
３

４
２
～
２
３
４
４
）へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い

①
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
場
合
②
増
築
し
た

場
合
③
未
登
記
家
屋
で
相
続
・

売
買
・
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

所
有
者
を
変
更
し
た
場
合

l
同
係７

年
度
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
出
張
申
請

（
団
体
向
け
）

　
市
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
初
め
て
取
得
さ
れ
る
方

に
対
し
、
市
職
員
が
企
業
・
施

設
・
地
域
団
体
な
ど
へ
訪
問
し
、

写
真
撮
影（
無
料
）を
含
め
た
申

請
手
続
き
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
い

ま
す
。

e
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
団

体
・
申
請
者
で
お
お
む
ね
５
人

以
上
の
申
請
が
見
込
ま
れ
る
こ

と　
※
予
約
状
況
な
ど
に
よ
り
ご

希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

団
体
要
件
▼
申
し
込
み
団
体
に

お
い
て
受
付
会
場
、
市
が
持
参

す
る
機
器
等
を
利
用
す
る
電
源

の
準
備
が
で
き
る
こ
と
▼
申
込

団
体
が
出
張
申
請
希
望
者
に
対

し
、
必
要
書
類
の
事
前
配
布
、

案
内
等
が
で
き
る
こ
と

申
請
者
要
件
▼
東
久
留
米
市
に

住
民
登
録
が
あ
る
方
▼
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
初
め

て
行
う
方
▼
申
請
す
る
本
人
が

実
施
会
場
に
来
場
で
き
る
こ
と

（
１５
歳
未
満
の
方
お
よ
び
成
年

被
後
見
人
は
法
定
代
理
人
の
同

伴
が
必
要
）▼
最
新
の
氏
名
、

住
所
等
が
記
載
さ
れ
た
本
人
確

認
書
類
を
持
参
で
き
る
方

l
市
民
課
住
民
記
録
窓
口
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
２
２

こ
ど
も

と
教
育

児
童
扶
養
手
当
を
振
り

込
み
ま
す

　
５
月
・
６
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
指
定
預
金
口
座
へ
振
り

込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
７
月
１１
日
㈮

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

　

　
l納税課納税係☎０４２・４７０・７７３０納期内納付にご協力ください

i納付確認に日数を要すことから、すでに納付された方に対しても行き
違いで発信される場合があります。また、この催告で、次のような内容
を案内することはありませんので、ご注意ください。
▼特定の金融機関や口座への振り込みをお願いすること
▼�ATM（金融機関やコンビニエンスストア等の現金自動預払機）の操作

をお願いすること
▼通帳やキャッシュカードを預けるようなお願いをすること
▼SMS内に特定のサイトやコンテンツへ誘導するリンクを含むこと

自動音声電話・SMSを利用した
納付催告を行っています

■市税を期限までに納付しないとどうなるの？
　納期限までに納付しないと、延滞金を併せて
納付する必要が生じます。また、督促状などを
送付しますが、それでも納付がない場合には勤
務先へ給与状況などの照会をするなど財産の調
査を行います。同調査の結果、財産が判明した
場合は、国税徴収法などに基づく差押えを執行
し、差押えた財産は、公売、取立により換価（換
金）し、未納の税金に充当します。

　市税などの納付は、金融機関・郵便局・コンビニエンススト
ア・スマホ決済などでできます。詳細は市nをご覧ください。
　病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない事情により市税
などの納付が困難な方は、そのままにせず、納税課にご相談く
ださい。電話相談も随時受け付けています。 市n

（市税の納付）

　税負担の公平性および税収入を確保するため、
納期限を過ぎても納付確認のできない方に対して、
自動音声による電話催告のほか、SMS（ショート
メッセージサービス）による催告を実施していま
す。詳細は市nをご覧ください。

市n
（自動音声による
電話催告）

夜間・休日納付相談窓口
　夜間・休日納付相談窓口を開設し、納付相談のほか、
市税などの納付を受け付けます。納付相談は事前連絡が
あるとスムーズに進みますので、来庁日時をご連絡くだ
さい。納付書の再発行もできます（一部を除く）。
a▼休日窓口＝ 7 月２６日㈯・２７日㈰午前 ９ 時～午後 １ 時
▼夜間窓口＝ ７ 月３１日㈭午後 ８ 時まで
b納税課（市役所 ２ 階）
i▼口座振替の手続きおよび納税
証明書の発行はできません▼保育
園保育料、保育園副食費、学童保
育所費は、納付書を持参していた
だければ領収します（納付書の再発
行はできません）

市n
（夜間・休日窓口）

滞納処分の流れ
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

市民生活 こどもと教育



青
少
年
の
被
害
・
非
行

防
止
全
国
強
調
月
間

　
こ
ど
も
家
庭
庁
で
は
、
学
校

が
夏
休
み
に
入
る
毎
年
７
月
を

「
青
少
年
の
被
害
・
非
行
防
止

全
国
強
調
月
間
」と
定
め
、
関

係
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
お
よ

び
関
係
団
体
な
ど
と
連
携
し
な

が
ら
総
合
的
な
被
害
・
非
行
防

止
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
７
年
度
の
最
重
点
課
題「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
お
け
る

こ
ど
も
の
性
被
害
等
の
防
止
」

に
つ
い
て
、
啓
発
を
強
化
し
ま

す
。

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

７
年
度
東
京
都
子
育
て

支
援
員
研
修（
第
２
期
）

受
講
者
募
集

　
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に

従
事
す
る
上
で
、
必
要
な
知
識

や
技
能
な
ど
を
有
す
る「
子
育

て
支
援
員
」の
養
成
研
修
で
す
。

募
集
コ
ー
ス
①
地
域
保
育
コ
ー

ス
②
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス

③
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
④
社
会

的
養
護
コ
ー
ス

　
※
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
日
程
な

ど
、
研
修
の
詳
細
は
、
募
集
要

項
ま
た
は
各
申
し
込
み
先
の
n

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

a
９
月
頃
か
ら
順
次
開
始

b
新
宿
、
立
川
な
ど

開
催
方
法
オ
ン
デ
マ
ン
ド（
録

画
視
聴
）ま
た
は
集
合
に
て
実

施e
都
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
し

て
い
る
方
で
、
今
後
、
子
育
て

支
援
員
と
し
て
就
業
す
る
意
欲

の
あ
る
方

k
７
月
１
日
㈫
～
１５
日
㈫
に
、

各
申
し
込
み
先
の
n
か
ら
オ
ン

ラ
イ
ン
申
し
込
み
、
ま
た
は
所

定
の
申
込
書（
市
区
町
村
窓
口

ま
た
は
n
か
ら
入
手
可
）を
郵

送（
簡
易
書
留
、
当
日
消
印
有

効
）で
申
し
込
み
を

申
し
込
み
先
▼
①
＝
都
福
祉
保

健
財
団
☎
０３
・
３
３
４
４
・
８

５
３
３
▼
②
③
＝
㈱
東
京
リ
ー

ガ
ル
マ
イ
ン
ド
☎
０３
・
５
９
１

３
・
６
２
２
５
▼
④
＝
㈱
ポ
ピ

ン
ズ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
☎

０３
・
３
４
４
７
・
２
１
８
１

l
都
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支

援
部
企
画
課
☎
０３
・
５
３
２
０

・
４
１
２
１

都福祉保健財団
n

㈱東京リーガル
マインドn

㈱ポピンズプロ
フェッショナル

n

都福祉局n

高
齢
者

・
福
祉

７
年
度
介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
の
発
送

　
介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が

必
要
な
方
や
そ
の
家
族
を
社
会

全
体
で
支
え
る
た
め
の
仕
組
み

で
す
。
６５
歳
以
上
の
方
が
納
め

る
保
険
料
、
４０
歳
～
６４
歳
の
方

が
公
的
医
療
保
険
の
保
険
料
と

一
緒
に
納
め
る
保
険
料
、
公
費

（
税
金
）等
を
財
源
と
し
、
現
役

世
代
も
含
め
た
多
く
の
方
で
負

担
を
分
か
ち
合
う
こ
と
に
よ
り

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
６５
歳
以
上
の
方
が
納
付
す
る

７
年
度
の
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書（
以
下
、「
通
知
書
」）を
、

７
月
１１
日
㈮
に
発
送
し
ま
す
。

通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
今

年
度
の
保
険
料
の
納
付
方
法
や

保
険
料
額
等
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

◎
保
険
料
の
納
め
方

　
保
険
料
は
、年
金
天
引
き（
特

別
徴
収
）か
、
納
付
書
や
口
座

振
替（
普
通
徴
収
）に
よ
り
納
め

ま
す
。
納
付
方
法
を
個
人
で
選

択
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

通
知
書
の
表
紙
に「
今
回
の
納

付（
納
入
）方
法
」を
記
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
納
付
書
で
納
め
る
方
は
、
記

載
さ
れ
た
納
期
限
ま
で
に
、
市

役
所（
本
庁
舎
・
各
連
絡
所
）、

通
知
書
に
記
載
し
た
金
融
機
関

・
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決

済
等
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

納
め
忘
れ
が
心
配
な
方
は
、
口

座
振
替
の
利
用
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

◎
保
険
料
の
決
ま
り
方

　
市
全
体
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
等

に
要
す
る
費
用
が
ま
か
な
え
る

よ
う
に
算
出
さ
れ
た
基
準
額
と
、

本
人
や
世
帯
員
の
前
年
中
の
所

得
等
に
よ
り
区
分
さ
れ
る
保
険

料
段
階
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
保

険
料
率
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

詳
細
は
、
通
知
書
に
同
封
す
る

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
基
準
額
、
保
険
料
段

階
、
保
険
料
率
は
、
３
年
ご
と

に
改
定
さ
れ
、
次
の
改
定
年
度

は
９
年
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
低
所
得
の
方
に
対
す
る
保
険

料
の
軽
減

　
ご
本
人
、
世
帯
員
と
も
に
市

民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方（
保
険
料
段
階
が
第

１
段
階
～
第
３
段
階
の
方
）は
、

保
険
料
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
保
険
料
額
は
、
軽
減
適
用

後
の
額
で
す（
申
請
は
不
要
で

す
）。

l
介
護
福
祉
課
保
険
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
７
７(

内
線
４

９
１
０
・
４
９
１
１)

市n

介
護
保
険
負
担
割
合
証

の
一
斉
更
新

　
現
在
、
有
効
期
限
が
７
月
３１

日
㈭
ま
で
の「
介
護
保
険
負
担

割
合
証（
黄
色
）」を
お
持
ち
で
、

８
月
１
日
㈮
か
ら
も
引
き
続
き

交
付
対
象
と
な
る
方
に
は
、
７

月
末
ま
で
に
新
し
い「
介
護
保

険
負
担
割
合
証（
水
色
）」を
送

付
し
ま
す
。

　
８
月
１
日
㈮
以
降
に
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
は
、

「
介
護
保
険
被
保
険
者
証（
緑

色
）」と
新
し
い「
介
護
保
険
負

担
割
合
証（
水
色
）」を
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
に
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。
古
い
負
担
割
合
証
を

誤
っ
て
使
用
す
る
と
、
後
に
差

額
分
の
調
整
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

交
付
対
象
要
介
護（
要
支
援
）認

定
者
お
よ
び
事
業
対
象
者

j
利
用
者
負
担
割
合
は
、
毎
年

８
月
１
日
を
基
準
と
し
て
、
被

保
険
者
本
人
や
６５
歳
以
上
の
世

帯
員
の
前
年
の
収
入
・
所
得
等

か
ら
判
定
し
ま
す

l
介
護
福
祉
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
０

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー 

養
成
講
座

　
認
知
症
を
正
し
く
理
解
し
、

認
知
症
の
あ
る
方
や
ご
家
族
を

あ
た
た
か
い
目
で
見
守
る「
応

援
者
」と
し
て
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
を
受
講
し
ま
せ

ん
か
。
認
知
症
の
予
防
方
法
も

一
緒
に
学
び
ま
す
。

a
８
月
１
日
㈮
午
後
２
時
～
３

時
半（
午
後
１
時
半
か
ら
受
け

付
け
）

b
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
第
２
・

３
講
習
室

c
認
知
症
の
正
し
い
理
解
や
接

し
方
、
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
で

き
る
こ
と
な
ど

e
市
内
在
住
・
在
勤
で
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受
講

し
た
こ
と
が
な
い
方

f
先
着
４０
人

j
▼
受
講
修
了
者
に
は
、「
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
カ
ー
ド
」を
進

呈
▼
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
主
催

k
７
月
１
日
㈫
～
２５
日
㈮
に

（
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、
電

話
で
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
へ
。
手
話
通
訳
が
必
要
な

方
は
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日

・
o
番
号
を
記
入
の
上
、
o
で

送
信
を

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
２

・
０
６
６
１
、
o
０４２
・
４
２
０

・
５
２
１
１

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

利
用
者
募
集

◎
通
所
訓
練

利
用
期
間
３
年
間

c
一
般
就
労
が
困
難
な
障
害
者

に
対
す
る
創
作
的
活
動
ま
た
は

生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
お
よ

び
社
会
適
応
訓
練

e
市
内
在
住
で
知
的
障
害
ま
た

は
身
体
障
害
を
お
持
ち
の
１８
歳

以
上
の
方

◎
就
労
移
行
支
援
事
業

利
用
期
間
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
訓
練
等
給
付
の
支
給
期
間

c
就
労
に
向
け
た
訓
練
お
よ
び

支
援

e
原
則
１８
歳
以
上
の
知
的
障
害

の
あ
る
方
で
、
企
業
な
ど
で
の

就
労
を
希
望
し
、
採
用
が
見
込

ま
れ
る
方（
訓
練
等
給
付
の
支

給
決
定
を
受
け
た
方
）

　
※
利
用
に
は
障
害
者
総
合
支

援
法
に
基
づ
く
手
続
き
が
必
要

で
す
。

《
共
通
事
項
》

募
集
人
員
若
干
名

k
l
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０４２
・
４
７
７
・
２
７
１
１（
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

住
環
境

飲
酒
運
転
さ
せ
な
い
Ｔ
Ｏ

Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
７
月
１
日
㈫
～
７
日
㈪
は

「
飲
酒
運
転
さ
せ
な
い
Ｔ
Ｏ
Ｋ

Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」期
間
で

す
。
同
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
飲

酒
運
転
を
さ
せ
な
い
社
会
環
境

の
醸
成
を
目
指
し
、
都
と
警
視

庁
が
関
係
機
関
・
団
体
と
連
携

し
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　
飲
酒
運
転
は
重
大
事
故
に
直

結
し
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
周

囲
の
人
に
も
悲
劇
を
招
き
ま
す
。

ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
飲
酒
運
転
は

悪
質
な
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
車
を
運
転
す
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
そ
の
人
に
飲
酒

を
勧
め
る
こ
と
、
飲
酒
運
転
の

車
に
同
乗
す
る
こ
と
も
犯
罪
で

す
。「
飲
ん
だ
ら
乗
る
な
。
乗
る

な
ら
飲
む
な
。」を
忘
れ
ず
、
お

互
い
に
注
意
し
合
い
、
飲
酒
運

転
を
撲
滅
し
ま
し
ょ
う
。

　
都
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

n
で
は
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
詳

細
や
飲
食
店
用
・
駐
車
場
管
理

者
用
の「
飲
酒
運
転
を
さ
せ
な

い
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
」が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
警

視
庁
n
で
は
飲
酒
運
転
の
罰
則

な
ど
を
、
事
例
を
交
え
て
分
か

り
や
す
く
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

l
田
無
警
察
署
☎
０４２
・
４
６
７

・
０
１
１
０
ま
た
は
市
管
理
課

管
理
調
整
担
当
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
６
４

警視庁n 都都民安全総合
対策本部n

救
急
車
の
正
し
い
利
用

方
法
を
知
ろ
う

救
急
車
の
適
正
利
用
例
年
、
夏

季
は
気
温
の
上
昇
と
と
も
に
熱

中
症
な
ど
に
よ
る
救
急
要
請
が

増
加
し
ま
す
。
救
急
出
場
件
数

が
多
く
な
る
と
救
急
車
の
到
着

時
間
が
遅
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

緊
急
性
の
高
い
症
状
の
人
を
救

う
た
め
に
、
適
正
に
救
急
車
を

利
用
し
、
自
分
で
病
院
に
行
け

る
場
合
は
、
自
家
用
車
や
公
共

交
通
機
関
な
ど
を
ご
利
用
く
だ

さ
い

迷
っ
た
と
き
は
病
院
へ
行
く
べ

き
か
、
救
急
車
を
呼
ぶ
べ
き
か

迷
っ
た
場
合
や
、
救
急
病
院
の

情
報
を
知
り
た
い
場
合
は
、
東

京
消
防
庁
救
急
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
♯
７
１
１
９
ま
た
は
☎
０４２
・

５
２
１
・
２
３
２
３（
多
摩
地

区
）へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
２４
時
間
対
応

し
ま
す

l
東
久
留
米
消
防
署

防
火
査
察
係
☎
０４２
・

４
７
１
・
０
１
１
９

夏
に
多
発
す
る
水
の
事
故

か
ら
尊
い
命
を
守
ろ
う

　
夏
の
時
期
は
水
辺
の
レ
ジ
ャ

ー
を
楽
し
む
人
が
多
く
な
り
ま

す
。
一
見
安
全
な
場
所
に
見
え

て
も
、
急
な
川
の
流
れ
や
深
み

な
ど
水
の
中
に
は
思
わ
ぬ
危
険

が
潜
ん
で
い
ま
す
。
３
つ
の
ポ

イ
ン
ト
を
意
識
し
て
、
水
の
事

故
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
▼
危
険
区
域

・
立
入
禁
止
区
域
に
は
入
ら
な

い
＝
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
た
り
、

看
板
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

に
は
立
ち
入
ら
な
い
で
く
だ
さ

い
▼
単
独
行
動
を
し
な
い
、
こ

ど
も
か
ら
目
を
離
さ
な
い
＝
一

瞬
の
気
の
緩
み
が
大
き
な
事
故

を
生
み
ま
す
。
小
さ
い
お
子
さ

ん
は
特
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
▼

ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
常
時
着

用
＝
も
し
も
に
備
え
、
ラ
イ
フ

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
必
ず
着
用
し
ま

し
ょ
う

l
東
久
留
米

消
防
署
防
災

安
全
係
☎
０４２

・
４
７
１
・

０
１
１
９

お
知
ら
せ

民
生
委
員
活
動
に
興
味

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
地
域
の
身
近
な
相
談
相
手
と

し
て
、
行
政
と
地
域
社
会
の
橋

渡
し
役
を
担
う
民
生
委
員
の
活

動
に
つ
い
て
、
現
任
の
民
生
委

員
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

a
７
月
１７
日
㈭
午
前
１０
時
～
午

後
３
時

b
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

k
当
日
会
場
で

l
福
祉
総
務
課
福
祉
政
策
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
９

（
６
面
へ
続
く
）

7．7．1 5お知らせ
住環境高齢者・福祉こどもと教育



「東久留米市「東久留米市
暮らしの便利帳」を暮らしの便利帳」を
全戸配布します全戸配布します

（
５
面
か
ら
続
く
）

７
月
１
日
～
８
月
３１
日

は
寄
附
禁
止
強
化
期
間

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
や

団
体
に
お
金
や
物
を
贈
る
こ
と

は
、
時
期
や
理
由
を
問
わ
ず
法

律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有

権
者
が
寄
附
を
求
め
る
こ
と
も

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に

違
反
す
る
と
罰
則
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　
政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を

｢

贈
ら
な
い｣

、
有
権
者
は
政
治

家
に
寄
附
を「
求
め
な
い
」、
政

治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
附
は

「
受
け
取
ら
な
い
」の「
三
な
い

運
動
」を
皆
さ
ん
で
徹
底
し
、

明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ

う
。

　
※
こ
こ
で
い
う「
政
治
家
」と

は
、
現
に
公
職
に
あ
る
人
に
加

え
、
候
補
者
や
候
補
者
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
人
も
含
み
ま
す
。

l
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
９
０

市n

東
久
留
米
市
子
ど
も
・
子

育
て
会
議
市
民
委
員
募
集

　
同
会
議
で
は
、
子
育
て
支
援

の
施
設
事
業
者
や
こ
ど
も
の
保

護
者
を
は
じ
め
、
学
識
経
験
者
、

関
係
行
政
機
関
の
職
員
な
ど
と

共
に
、
市
の
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
に
関
す
る
施
策
に
係
る
事

項
な
ど
の
審
議
を
し
ま
す
。

任
期
２
年

応
募
資
格
市
内
在
住
か
つ
満
１８

歳
以
上
で
、
こ
ど
も
・
若
者
支

援
、
子
育
て
支
援
に
関
心
が
あ

り
、
平
日
夜
間
７
時
か
ら
の
会

議
に
出
席
で
き
る
方

募
集
人
数
２
人

報
酬
市
条
例
の
規
定
に
よ
り
支

給k
７
月
２１
日

ま
で
に
申
し

込
み
フ
ォ
ー
ム
で

　
※
応
募
書
類
を
基
に
選
考
し
、

結
果
を
通
知
し
ま
す
。
提
出
さ

れ
た
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

l
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
こ
ど

も
政
策
係
☎
０４２
・
４
２
０
・
６

７
４
１

申し込み
フォーム

国
勢
調
査
の
調
査
員
を

募
集
し
て
い
ま
す

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

募
集
期
間
７
月
中
旬
ま
で（
定

員
に
達
し
次
第
受
付
終
了
）

活
動
期
間
９
月
上
旬
～
１１
月
上

旬e
お
お
む
ね
２０
歳
以
上
で
健
康

な
方
、
警
察
・
選
挙
に
直
接
関

係
の
な
い
方
、
暴
力
団
お
よ
び

そ
の
関
係
者
で
は
な
い
方

仕
事
内
容
①
説
明
会
に
参
加
②

担
当
調
査
区
の
巡
回
お
よ
び
書

類
の
作
成
③
調
査
票
等
の
配
布

④
未
回
答
世
帯
へ
の
回
答
依
頼

⑤
調
査
関
係
書
類
の
整
理
お
よ

び
提
出

報
酬
１
調
査
区
約
４０
～
７０
世
帯

で
、
原
則
２
～
３
調
査
区
を
担

当
。
１
調
査
区
約
３
万
５
千
円

程
度（
予
定
）

k
市
n
の
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム

ま
た
は
直
接
総
務
課（
市
役
所

４
階
）で
申
込
書
を
記
入
。
そ

の
後
、
面
接
を
経
て
登
録
が
完

了
と
な
り
ま
す

l
同
課
統
計
調
査
担
当
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
８
１
０

集
団
回
収
実
施
報
告
書

の
提
出

　
市
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
に

登
録
し
た
団
体
が
、
対
象
の
資

源
物（
新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー

ル
・
古
布
・
ア
ル
ミ
缶
な
ど
）

を
市
の
登
録
業
者
に
引
き
渡
し

た
場
合
、
そ
の
回
収
量
に
応
じ

て
報
奨
金
を
交
付
し
活
動
を
支

援
し
て
い
ま
す
。
報
奨
金
の
交

付
に
は
、
集
団
回
収
実
施
報
告

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
今
回

対
象
と
な
る
の
は
、
令
和
７
年

１
月
～
６
月
に
実
施
し
た
分
の

報
告
書
で
す
。

対
象
団
体
市
に
団
体
登
録
し
て

い
る
自
治
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
・
社
会
福

祉
法
人
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
な
ど

報
奨
金
交
付
額
回
収
実
績
量
に

応
じ
て
１
㌔
㌘
あ
た
り
９
円

必
要
書
類
▼
集
団
回
収
実
施
報

告
書（
市
役
所
提
出
用
）▼
前
回

（
７
年
３
月
）の
報
奨
金
交
付
時

か
ら
団
体
登
録
の
内
容
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は「
団
体
登
録

変
更
届
」、
報
奨
金
の
支
払
い

口
座
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は「
支
払
金
口
座
振
替
変

更
届
」

提
出
期
限
・
方
法
７
月
３１
日
㈭

ま
で
に
必
要
書
類
を
ご
み
対
策

課（
八
幡
町
２

−

１０

−

１０
）宛
て

郵
送
ま
た
は
直
接
同
課
へ

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
３
・
２
１

１
７第

４３
回
市
民
み
ん
な
の

ま
つ
り
の
開
催
が
決
定

し
ま
し
た

　
７
年
度
市
民
み
ん
な
の
ま
つ

り（
農
業
祭
・
商
工
祭
）の
日
程

が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は

決
ま
り
次
第
、
広
報
紙
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、
広

報
８
月
１
日
号
で
吹
奏
楽
・
合

唱
・
創
作
ダ
ン
ス
な
ど
の
パ
フ

ォ
ー
マ
ン
ス
を
、
市
役
所
ス
テ

ー
ジ
ま
た
は
東
久
留
米
駅
西
口

路
上
ス
テ
ー
ジ
で
行
う
参
加
者

を
募
集
予
定
で
す
。

a
１１
月
１５
日
㈯
・
１６
日
㈰

b
東
久
留
米
駅
西
口
か
ら
市
庁

舎
ま
で
の「
ま
ろ
に
え
富
士
見

通
り
」、
市
民
プ
ラ
ザ
、
市
民

ひ
ろ
ば
な
ど

l
産
業
政
策
課
振
興
企
画
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
３

職
員
募
集

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

◎
児
童
厚
生
指
導
員（
会
計
年

度
任
用
職
員
・
専
門
職
）

任
用
期
間
８
月
１
日
～
８
年
３

月
３１
日（
終
了
後
再
度
任
用
の

場
合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
場
所
市
内
学
童
保
育
所

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
月
額
２２
万
４
１
７
０
円

応
募
資
格
の
有
無
有

募
集
説
明
会
７
月
７
日
㈪
午
前

１１
時
か
ら（
３０
分
程
度
）・
５
０

１
会
議
室

申
込
期
間
７
月
１４
日
㈪
ま
で

k
l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少

年
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３

５◎
児
童
介
助
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
）登
録
者
募
集

　
市
教
育
委
員
会
は
、「
児
童
介

助
員
」の
名
簿
登
録
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　
市
立
小
・
中
学
校
で
介
助
を

要
す
る
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
、

登
録
さ
れ
て
い
る
方
の
中
か
ら

随
時
指
導
室
に
お
け
る
面
接
を

経
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と

し
て
採
用
し
ま
す
。
登
録
順
に

ご
紹
介
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
状
況
に
よ
り
ご

紹
介
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
詳

細
は
市
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

e
体
力
に
自
信
が
あ
り
、
学
校

教
育
、
特
別
支
援
教
育
に
理
解

と
熱
意
の
あ
る
方

k
履
歴
書
や
資
格
証
の
写
し
を
、

郵
送（
〒
２０３

−

８
５
５
５
、
教

育
委
員
会
指
導
室
宛
て
）ま
た

は
直
接
指
導
室
窓
口（
市
役
所

６
階
、
受
付
時
間
は
午
前
９
時

～
午
後
４
時〈
正
午
～
午
後
１

時
を
除
く
〉）へ

l
指
導
室
特
別
支
援
教
育
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
８
０
３
２

官
公
署

　
な
ど

民
事
調
停
利
用
相
談
会

　
「
調
停
」と
は
、
裁
判
所
の
調

停
委
員
が
間
に
入
っ
て
話
し
合

い
に
よ
り
紛
争
解
決
を
図
る
簡

単
で
便
利
な
方
法
で
す
。
土
地

建
物
、
近
隣
関
係
、
借
地
借
家
、

金
銭
問
題
、
交
通
事
故
な
ど
の

「
民
事
上
の
も
め
ご
と
」に
つ
い

て
、
裁
判
所
の
調
停
委
員（
弁

護
士
も
含
む
）が
調
停
制
度
の

手
続
き
、
利
用
方
法
に
関
し
て

相
談
に
応
じ
ま
す
。

a
７
月
１０
日
㈭
午
後
１
時
半
～

４
時
半（
受
付
は
４
時
終
了
）

b
市
民
プ
ラ
ザ
会
議
室（
市
役

所
１
階
）

g
無
料

k
当
日
会
場
で

l
武
蔵
野
民
事
調
停
協
会
事
務

局（
清
水
法
律
事
務
所
）☎
０３
・

５
３
３
２
・
５
１
０
８（
月
曜

～
金
曜
日
の
午
前
１０
時
～
午
後

５
時
）７

年
度
自
衛
官
等
の 

各
種
試
験
案
内

◎
一
般
曹
候
補
生（
現
場
で
働

く
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
り
た

い
方
）

応
募
資
格
１８
歳
以
上
３３
歳
未
満

の
方（
３２
歳
の
方
は
、
採
用
予

定
月
の
末
日
現
在
３３
歳
に
達
し

て
い
な
い
方
）

受
付
期
間
７
月
１
日
㈫
～
９
月

２
日
㈫

試
験
日
一
次
試
験
は
９
月
１３
日

㈯
～
２１
日
㈰
の
内
、
指
定
す
る

一
日

◎
自
衛
官
候
補
生（
現
場
で
働

く
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
り
た

い
方
）

応
募
資
格
１８
歳
以
上
３３
歳
未
満

の
方（
３２
歳
の
方
は
、
採
用
予

定
月
の
末
日
現
在
３３
歳
に
達
し

て
い
な
い
方
）

受
付
期
間
年
間
を
通
じ
て
実
施

試
験
日
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し

ま
す

◎
航
空
学
生（
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

コ
ー
ス
）

応
募
資
格
▼
海
上
自
衛
隊
＝
１８

歳
以
上
２３
歳
未
満
で
高
卒
者

（
見
込
含
む
）▼
航
空
自
衛
隊
＝

１８
歳
以
上
２４
歳
未
満
で
高
卒
者

（
見
込
含
む
）

受
付
期
間
７
月
１
日
㈫
～
８
月

２９
日
㈮

試
験
日
一
次
試
験
は
９
月
２０
日

㈯
ま
た
は
２７
日
㈯（
受
付
時
の

本
人
の
希
望
に
よ
り
決
定
）

◎
防
衛
大
学
校（
幹
部
自
衛
官

に
な
る
コ
ー
ス
）

応
募
資
格
１８
歳
以
上
２１
歳
未
満

の
方
で
高
卒
者（
見
込
含
む
）

受
付
期
間
７
月
１
日
㈫
～
１０
月

１６
日
㈭

　市の行政サービスや市役
所で行う手続き、各公共施
設の案内など、日々の生活
に役立つ情報を掲載した
「東久留米市暮らしの便利
帳2025/2026年度版」を作成
しました。
　 ７月下旬までに市内の全
戸に配布予定です。ぜひ、
お手元に置いてご活用くだ
さい。

l秘書広報課広報係
☎０４２・４７０・７７０８

試
験
日
一
般
・
一
次
試
験
は
１１

月
１
日
㈯
、
推
薦
、
総
合
選
抜

に
つ
い
て
は
受
付
時
に
お
知
ら

せ
し
ま
す

◎
防
衛
医
科
大
学（
医
師
、
看

護
師
の
コ
ー
ス
）

応
募
資
格
１８
歳
以
上
２１
歳
未
満

で
高
卒
者(

見
込
含
む)

受
付
期
間
▼
医
師
の
コ
ー
ス
＝

７
月
１
日
㈫
～
１０
月
８
日
㈬
▼

看
護
師
の
コ
ー
ス
＝
７
月
１
日

㈫
～
１０
月
３
日
㈮

試
験
日
一
次
試
験
▼
医
師
の
コ

ー
ス
＝
１０
月
２５
日
㈯
▼
看
護
師

の
コ
ー
ス
＝
１０
月
１８
日
㈯

《
共
通
事
項
》

j
自
衛
官
等
採
用
に
関
す
る
詳

細
や
応
募
資
格
、
受
付
期
間
、

資
料
請
求
な
ど
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

l
自
衛
隊
東
京
地
方
協
力
本
部

国
分
寺
募
集
案
内
所（
担
当
・

甲
斐
）☎
０４２
・
３
２
４
・
１
０

１
０
、
m（to

k
yo
.p
c
o
.

ko
kub

unji@
rct.gsd

f.
m
od.go.jp

）

柳
泉
園
組
合
の
不
燃
・

粗
大
ご
み
処
理
施
設
内

で
火
災
発
生

　
５
月
３１
日
午
前
１
時
１０
分
頃
、

柳
泉
園
組
合
の
不
燃
・
粗
大
ご

み
処
理
施
設
建
屋
小
型
家
電
置

き
場
で
火
災
が
発
生
し
ま
し
た
。

組
合
に
搬
入
さ
れ
た
小
型
家
電

の
一
時
保
管
場
所
か
ら
出
火
し

た
も
の
で
、
人
的
被
害
は
な
く
、

施
設
の
損
傷
も
軽
微
で
搬
入
に

影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
柳
泉
園
組
合
で
は
、
二
次
電

池
は
適
切
に
放
電
処
理
を
し
て

お
り
ま
す
が
、
解
体
が
困
難
な

小
型
家
電
に
つ
い
て
は
、
組
合

内
で
放
電
処
理
が
で
き
な
い
た

め
、
一
定
の
量
を
保
管
し
て
処

理
事
業
者
に
搬
出
し
て
お
り
ま

す
。

　
今
後
は
一
時
保
管
方
法
等
の

見
直
し
を
行
い
、
再
発
防
止
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７

「東久留米市「東久留米市
暮らしの便利帳」を暮らしの便利帳」を
全戸配布します全戸配布します
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

お知らせ 官公署など職員募集



第７５回“社会を明るくする運動”

a ７ 月１２日㈯午後 １時から（ ０時４０分開場予定）
b生涯学習センター
c▼�第 １ 部「市民のつどい」（午後 １時～ ２時）�
主催者および来賓者あいさつ、更生保護の動画上映

　▼第 ２部「音楽祭」（午後 ２時～ ４時半頃）
　　�出演予定団体神宝小学校わかば学級（和太鼓）、第七小学校（合唱）、
西中学校・南中学校合同による合唱、中央中学校和太鼓部、久留
米中学校吹奏楽部、東久留米市民吹奏楽団

f500人
i車でのご来場はご遠慮ください
j来場者には記念品を贈呈します

　 ７月は“社会を明るくする運動”の強調月間です。この運動は、すべ
ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会
を築くための全国的な運動です。市では市長が推進委員会委員長とな
り、地域の皆さんや保護司会、更生保護女性会、小・中学校長会、地
区青少協など関係団体の協力を得て、広報活動を行います。

l福祉総務課福祉政策係☎０４２・４７０・７７４９

　同運動の啓発のため、次の通り作品を募集します。詳細は各
学校を通じてお知らせします。応募いただいた方には記念品を
お贈りします。
■書道・ポスター（絵画）
　市内中学生の皆さんを対象として、この運動の理解を深める
ことを目標に書道および絵画作品を毎年募集しています。応募
作品は、秋の市民文化祭などで展示する予定です。
■作文コンテスト
　市内小学生・中学生の皆さんを対象として作文を募集します。
テーマは、家庭生活、学校生活などの中で体験したことをもと
に、犯罪や非行のない地域社会づくりや犯罪や非行をした人の
立ち直りについて、考えたことや感じたことを書いてください。

“社会を明るくする運動”“社会を明るくする運動”
に関する作品募集に関する作品募集

会 員 募 集
◆東久留米市スポーツウエルネス吹矢協
会＝a毎週金曜日午前 ９時～１１時１０分b
スポーツセンターg入会金１,０００円、会
費 １ 回２００円j日本SW吹矢協会式腹式
呼吸法による健康維持期待。年齢性別問
いません。気楽に参加くださいl土屋☎
０９０・３３１４・０９０２
◆NPO中国健康法普及協会＝a毎週月
曜～土曜日午前 ９時～ ９時半（雨天中止）
bあじさい公園g入会金１,０００円、会費
年２,０００円j健康増進のためストレッチ、
練功十八法、中国ラジオ体操l滝島☎
０９０・３２１６・０８７３
◆東久留米ファイターズ＝a毎週火曜日
正午～午後 ３時b南町運動広場g入会金

１,０００円、会費年６,０００円j年齢男女不問。
切磋琢磨、和気あいあいプレーを楽しん
でいますl藤田☎０４２・４７７・６０５５
◆歴史を語る会＝a隔月 1回。基本的に
金曜日午後 １時～ ３時b生涯学習センタ
ーg会費 １ 回６００円j次回は ７ 月１８日㈮
演題は大航海時代③「マゼラン」講師は近
藤幸徳氏l飯澤☎０９０・４１７２・３５１４
◆NPO法人アクトラスト（健康麻雀）＝
a毎週月曜日午前１０時～午後 ５時b特別
養護老人ホームみどりの丘g会費 １ 回
１００円他j手と頭の体操！健康麻雀！初
心者大歓迎！麻雀大会や ４連勝に景品l
マスダ☎０８０・４６７０・１１１０
◆滝山青葉会（囲碁の会）＝a毎週月曜～
土曜日b西部地域センターg無料j予約
不要。初心者から高段者まで歓迎。リー
グ戦年 ３ 回、 １ 日大会年 ２ 回l井上☎
０９０・２１４４・７２８１

催 し
◆チャリティコンサート歩む２０２５ 夏の
第九（NPO法人日本視神経脊髄炎患者
会）＝a ７ 月２１日 午後 ２ 時開演b学
校法人自由学園記念講堂gチケット
３,０００円（全席自由）jコンサートの収益
金は全額、患者とそのご家族を応援する
活動のために使用しますl坂井田☎０８０
・３５９６・０１４１
◆古代史講演会「科学が解き明かした邪
馬台国」（謎解き歴史Club）＝a ７ 月２４日
㈭午後 ２時～ ４時半b市民プラザホール
（市役所 １ 階）g参加費５００円j講師古代
史研究家土田章夫氏。最新の研究成果を
踏まえ邪馬台国宮崎説を語りますl斉藤
☎０９０・７２３５・４６４９
◆あなたとわたしのワークショップ＃ 3
にじのば2025（にじメディア制作委員会）
＝a全 ４回。 ７月２６日・ ８月２３日・ ９月

２７日・１０月２５日いずれも土曜日午前１０時
～午後 ５時bさいわい福祉センターg無
料j障害の有無を超えた参加者の好きを
表現するワークショップ。参加者募集l
齋藤☎０４２・４５８・０７１２
◆第３２回わくわく川掃除＆川あそび（わ
くわく川掃除＆川あそび実行委員会）＝
a ７ 月２７日㈰午前１０時～午後 ４時b黒目
川沿い「小山れんげ公園」（小山 ２丁目先）
g無料j午前中黒目川の清掃、午後は魚
とりやタイヤボート乗り等の川あそびl
豊福☎０４２・４７５・７６４３

市 民 伝 言 板

市民のつどい・音楽祭市民のつどい・音楽祭

　 ８年 １月 １日および ４月 １日以降
に採用する職員を募集します。募集
職種・募集人数などは、各表の通り
です。その他受験資格などは、市n
および募集要項（市nに掲載）をご確
認ください。
申込受付期間 ７ 月 １ 日㈫～２９日㈫
申込方法市nから申し込みを

市n
l職員課☎０４２・４７０・７７１６

市職員募集

職種 試験区分 募集人数
一般事務（経験者） Ⅰ類（大学卒程度）

全職種合わせて
１０人～１５人程度

一般事務（ICT） Ⅰ類（大学卒程度）
一般事務（福祉） Ⅰ類（大学卒程度）
土木技術・建築技術 Ⅰ類（大学卒程度）
土木技術・建築技術（主任採用） Ⅰ類（大学卒程度）
看護師（保育園） ─

令和８年１月１日以降採用

職種 試験区分 募集人数

一般事務

Ⅰ類（大学卒程度）

全職種合わせて
２０人～３０人程度

Ⅱ類（短大卒程度）

Ⅲ類（高校卒程度）

一般事務（障害者）

Ⅰ類（大学卒程度）

Ⅱ類（短大卒程度）

Ⅲ類（高校卒程度）

一般事務（ICT） Ⅰ類（大学卒程度）

一般事務（福祉） Ⅰ類（大学卒程度）

土木技術・建築技術

Ⅰ類（大学卒程度）

Ⅱ類（高専卒程度）

Ⅲ類（高校卒程度）
土木技術・建築技術
（主任採用） Ⅰ類（大学卒程度）

看護師（保育園） ─

保健師 ─

カムバック採用 ─

令和８年4月１日以降採用
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く ら し

夏休み学習室

　夏休み期間中、市民の皆さんの自
主学習の場として、一部の学習室を
開放します。夏休みの宿題や受験勉
強など、小学生から大人までご利用
いただけます。
a ７ 月19日㈯～ ８月３１日㈰午前 ９時
～午後 ６時　※ 7月28日㈪、 ８月25
日㈪は休館日b生涯学習センター学
習室e小学生以上（一般の方もご利
用可。未就学児のご利用はお断りし
ています）g無料i空き状況・入室
者数によっては利用できない場合が
あります。利用可能日程の詳細は、
同センターnまたは
同センター内掲示で
確認できますk期間
中に直接同センター
窓口へl同センター
☎０４２・４７３・７８１１（第

４ 月曜日を除く午前 ９ 時～午後 ９
時）

「子どもと大人の体験塾朗読劇」　
参加者募集

　朗読劇のテーマは「戦争と平和」
一九四五年八月のヒロシマ・ナガサ
キと、西東京の空から現代を考えま
す。平和学習と共に本格的な演劇が
体験できます。プロと一緒に基礎か
ら練習し、最後はホールで発表しま
しょう。詳細は市文化協会nをご覧
ください。
a▼練習日＝ ７ 月２０日㈰・ ８月 ３日
㈰・１０日㈰・１７日㈰が午前 ９時～正
午、 ７月２５日㈮が午後 ６時～ ９時▼
前日リハーサル＝ ８ 月２３日㈯午後 １
時集合▼舞台発表＝ ８ 月２４日㈰午後
１時集合(最終リハーサル）。午後 ６
時半から舞台発表（本番）b生涯学習
センターe練習日のうち ３日以上と
前日リハーサル・舞台発表に参加可
能な市内在住・在学（小学生以上）・

在勤の方d眞喜志康壮氏（演劇ひろ
ば）g小学生～大学生2,000円、大人
5,000円（親子参加の場合は、こども
５００円）i ７ 月２０日（初回）はできる限
り出席をj主催は同協会、後援は市
k ７ 月１８日㈮までに（必着）、郵送（通
常はがきに住所・氏名〈ふりがな〉・
年齢〈学生の場合は学校名と学年〉・
性別・電話番号を記入の上、〒２０３
−００５４、中央町 ２− ６−２３生涯学習
センター内、同協会事務局「体験塾」
係宛て）、または市
文化協会nでl同協
会☎０４２・４７７・４７００
（第 ４ 月曜日を除く、
平日の午前 ９時～午
後 ５ 時）、または眞
喜志☎０７０・６４６８・
３１７９

市民自主企画講座「１００歳時代の健
康寿命対策～薬と健康」

　市販薬、処方薬、サプリメントの

飲み合わせや間違った服用を避ける
方法、また、かかりつけ薬局を相談
窓口としてどう利用するかなどにつ
いて分かりやすくお話しします。
a ８ 月１２日㈫午後 ２時～ ４時b西部
地域センター第 ２・第 ３講習室e市
内在住・在勤・在学の方f先着５０人
d米澤一郎氏（三共薬品代表取締役、
薬剤師）h筆記用具j企画運営はボ
ランティアグループ滝山の絆、主催
は市教育委員会、主管は市文化協会
k ７ 月 １ 日㈫～３１日㈭に、電話、o
（講座名・氏名・住所・年代・電話
番号を記入の上、同協会宛て送信）、
または市文化協会n
でl同協会☎０４２・
４７７・４７００（o同。電
話受付は第 ４月曜日
を除く平日の午前 ９
時～午後 ５時）へ

イベント・講座

市民大学中期コース受講生募集
学びを通して暮らしと文化を高めよう学びを通して暮らしと文化を高めよう

a ９ 月 ３ 日～１２月１０日の水曜日午前
１０時～正午b生涯学習センター他c
講義・見学e市内在住・在勤・在学
で、講座に１０回以上出席できる方f
５０人（応募多数の場合は ７ 月２４日㈭
午後 １ 時半から市文化協会で抽選）
d右表参照g３,０００円（見学参加費
１,０００円などは別途自己負担）h筆記
用具j駐車場に限りがありますので、
バスなどのご利用をお勧めしますk
７ 月 １ 日㈫～１８日㈮に（必着）、郵送
（通常はがきに住所・氏名〈ふりがな〉
・年代・性別・電話番号を記入の上、
〒２０３−００５４、中央町 ２ − ６ −２３、
生涯学習センター内、市文化協会事
務局「市民大学中期コース」係宛て）
または同協会nで
■無料公開講座（内容は右表参照）
ab ９ 月１７日㈬、１１月１９日㈬・２６日
㈬j手話通訳ありk当日会場で

市民大学中期コース日程表
回 月日 区分 内容 講師等（敬称略）
１ ９月３日 開講 開講式・オリエンテーション 市民大学運営委員会
２ ９月１０日 講義 プラスチックの現実と未来へのアイディア 高田秀重（東京農工大学　農学部教授）
３ ９月１７日 公開講座 短歌を一生の相棒に！～始めるなら今です 笹公人（歌人・令和４年度「NHK短歌」選者）

４ ９月２４日 講義 「人生100年時代を生きる」
～ゲームでコミュニケーション～

山口博美（元聖マリアンナ医科大学非常勤講師、
元秋草学園短期大学准教授）

５ １０月１日 講義 琵琶入門講座～語り物とともに 坂田美子（琵琶奏者）

６ １０月８日 講義 コミュニティを広告する
～地域メディアの役割と実際～ 髙橋靖（TOKYO854 くるめラ代表）

７ １０月１５日 講義 輝くプラズマの世界 篠原俊二郎（東京農工大学名誉教授・理学博士）

８ １０月２２日 講義・見学
（自由学園） 記憶を辿る旅～水俣・アウシュヴィッツ・能登～ 咲花昭嗣（自由学園最高学部准教授・高等部教員）

９ １０月２９日 見学会 蚕糸科学技術研究所＆牛久大仏見学
昼食会場：道の駅常総 市民大学運営委員会

１０ １１月１２日 講義 インドの国技・カバディと僧侶の私 櫛笥亮恵（アジア大会銅メダリスト・宝泉寺住職）

１１ １１月１９日 公開講座 人口減少、トランプ2.0時代の日本経済
～子や孫の世代に何を引き継ぐか 山本謙三（元日本銀行理事）

１２ １１月２６日 公開講座 稲盛哲学と西郷精神に学ぶ 廣嶋育子（デザイン事務所CRECER）

１３ １２月３日 講義 新型コロナパンデミック概観
インフルエンザとの違い 井上栄（国立感染症研究所名誉所員）

１４ １２月１０日 閉講 意見交換会・閉講式 市民大学運営委員会
※時間は原則午前１０時～正午、見学は終日。
※会場は原則生涯学習センター。第８回は自由学園校内。第３回・第１１回・第１２回は生涯学習センターホール。

l市文化協会事務局
☎０４２・４７７・４７００

同協会n

同センターn

同協会n

同協会n

相原農園（農家開設型市民農園）の利用者募集相原農園（農家開設型市民農園）の利用者募集
l産業政策課農政係☎０４２・４７０・７７４３

　相原農園は、市が開設する市民農園と異なり、農業者が開設運営し
ている農家開設型市民農園です。土に親しみ、野菜作りを楽しみませ
んか。
所在地等相原農園（中央町 ５− ２−１１）
区画面積 １ 区画約２０㎡
利用期間 ９ 月 １ 日～１０年 ７ 月末。ただし、契約更新は毎年度行います
e野菜作りに熱意のある方　　f４７区画(応募多数の場合、抽選)
g １ 区画当たり年額 １万円。ただし、農具、肥料、種、苗等その他耕
作に必要なものは利用者の自己負担です
i応募は １世帯に付き １区画
j水道設備有。駐車場がありませんので、徒歩または自転車、公共交
通機関で来られる方のみ利用できます
k ７ 月 １ 日㈫～１５日㈫に（必着）、必要事項を記入し
た申込書（産業政策課窓口〈市役所 ６ 階〉および市nで
配布）と１1０円分の切手を貼った長 ３ 封筒（申込者の住
所・氏名を記入）を添えて、郵送（〒２０３−８５５５、市役
所産業政策課農政係宛）、または直接持参（開庁時〈正
午～午後 １時を除く〉）してください

市n

東久留米市スポーツセンター東久留米市スポーツセンター
プール一時閉鎖についてプール一時閉鎖について

l生涯学習課☎０４２・４７０・7784
　スポーツセンター☎０４２・４７０・７９００

　東久留米市スポーツセンターのプールの安全確認調査のため、
6月11日より一時閉鎖しています。今後の予定などについては、
市nなどで適宜お知らせします。
　※プール以外の施設につきましては通常通り利用できます。

1 　閉 鎖 期 間1　閉 鎖 期 間
　天井の安全確認が完了するまで

２ 　今 後 の 予 定２　今 後 の 予 定
　 7月上旬に調査を行い、調査結果が出るまで約 1カ月を見込ん
でいるため、この間のプール利用は中止となります。安全性が確
認でき次第、プール利用を再開しますが、改修などが必要となっ
た際は、この期間を含め閉鎖を継続します。

市n

8

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール
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イベント・講座

文 　 化

市民プラザ 
アフタヌーンコンサート

　よみがえる名曲ピアノ弾き語りコ
ンサート。
a 7 月１２日㈯午後 ２ 時～ ３ 時（ １ 時
半開場）b市役所 １ 階屋内ひろばc
主な演奏曲＝
ハナミズキ、
少年時代、未
来予想図Ⅱf
先着１００人dＹ
ＯＳＨＩＥ氏
k当日会場で
l同プラザ☎
０４２・４７０・７８１３

東部演芸館「なごえりコンサート」
フォークソング・コンサート　　
～夏　東部から～

a ７ 月２7日㈰午後 ２ 時～ ３ 時半b東
部 地 域 セ ン タ ー 講 習 室c和 /
Nagomiと絵里によるフォークソン
グ＆トークのひと時！あの懐かしの
フォークと楽しいトークで午後のひ
と時を楽しんでくださいf先着７０人
d和/Nagomiと絵里g５００円（前売
り）j車での来場不可k ７ 月 ２ 日㈬
午前10時から電話または直接同セン
ター窓口でl同センター☎０４２・４７０
・８０２０

お日さまサンサンフェスティバル
障害のあるこどもたちの参加を

　夏休みのイベント「お日さまサン
サンフェスティバル」を開催します。
生涯学習センターにたくさんの遊び

のコーナーを用意して皆さんをお待
ちしています。
a ８ 月２２日㈮▼午前の部＝午前１０時
～正午▼午後の部＝午後 １ 時～ ３ 時

（入れ替え制。どちらかを選んでお
申し込みください）b生涯学習セン
ターcボッチャ・ストラックアウト
・人形劇・輪投げ・つりぼりごっこ
・音遊び・太鼓、ホールでは音と光
と風船で遊びますe市内在住で１８歳
未満の障害のある方h飲み物、汗拭
きタオルi保護者や施設職員など、
付き添いの方同伴で
の参加をお願いしま
すk ７ 月２5日㈮まで
に、電話、oまたは
市文化協会nから申
し込みを。oの場合
はイベント名・氏名・住所・電話番
号・年齢・同伴者の氏名を記入の上、
送信を
■ボランティア募集
　同フェスティバルに協力していた
だけるボランティアを募集します。
活動内容は、遊びコーナーでの見守
りなど、こどもたちが安全に楽しく
遊ぶことができるためのサポートで
す。中学生以上であればどなたでも
参加できます。希望する方は、市文
化協会nまたは電話でお申し込みく
ださい。
k同協会☎０４２・４７７・４７００（o同）l
同協会（平日午前 ９ 時～午後 ５ 時）

市民プラザ　アートボランティア
シップ大募集～はじまります。新
しいボランティアのカタチ～

　平日の夜間・
市役所の屋内ひ
ろばのガラス壁
面に、魔法のク
レヨン・キット
パスを使ったア
ートに挑戦するアートボランティア
のクルー（＝メンバー）を募集します。

絵は、自由に描け、そのまま展示さ
れます。10月からスタート。
b市役所 １ 階屋内ひろばe16歳～25
歳k ７ 月 ３ 日㈭午前１０時～ ９ 月２６日
㈮に電話または市民プラザ窓口でl
同プラザ☎０４２・４７０・７８１３

ス ポ ー ツ

ジュニアクライミング体験教室

a ７ 月 １ 日・１５日、 ８ 月 ５ 日・１９日、
９ 月 ２ 日のいずれも火曜日午後 ６ 時
４５分～ ８ 時１５分bスポーツセンター
第 １ 体育室e小・中学生d市山岳連
盟h靴下（シューズは貸し出し）j主
催は都・都スポーツ協会・市体育協
会k当日会場でl市体育協会事務局
☎０４２・４７０・２７２２

クライミング体験教室

a ７ 月 ８ 日㈫、 ８ 月１２日㈫午後 ７ 時
～ ９ 時bスポーツセンター第 １ 体育
室cトップロープによるスポーツク
ライミング体験e高校生以上のクラ
イミング初心者f１０人程度d市山岳
連盟g1,0００円h靴下（シューズは貸
し出し）j主催は市山岳連盟k当日
会場でl同連盟・藤重☎０９０・４２４０
・６３９３

ニュースポーツデー 
（スポーツ推進委員運営）

　障がいのある方もない方もだれで
も気軽に楽しめるニュースポーツが
盛りだくさん。はじめての方もおひ
とりの方もスタッフがお相手します。
a ７ 月１２日㈯午前１０時～午後 ４ 時

（入退場自由。都合のよい時間にど
うぞ）bスポーツセンター第 １ 体育
室cボッチャ、モルッ
ク、ミニテニス、ラー
ジボール卓球、ソフト
バレーボール、ネオテ
ニス、輪投げ、キッズ
コーナー（バルーン、

ドッジビー、フラフープ、なわとび）
他g１００円（未就学児無料）h室内履
き（運動靴）j １ 人での参加可。運動
ができる服装でk当日会場でl生涯
学習課☎０４２・４７０・７７８４

第５４回ソフトテニス市内団体戦  

a ７ 月２０日㈰午前 ８ 時半受け付け
（予備日 ７ 月２１日）b市立テニスコー
ト（西中学校）
c一般男子、
一般女子（い
ずれも ３ 組で
１ チ ー ム）e
原則市内在住
・在勤・在学
・在クラブの方g １ チーム６,０００円
j市ソフトテニス連盟主催kl ７ 月
１２日㈯までに同連盟・土井☎０４２９・
９５・０２１６へ

スポーツセンター 
早朝営業のお知らせ

a ７ 月２８日㈪～ ８ 月２４日㈰営業時間
月曜日～金曜日は午前
６ 時～午後１１時、土曜
・日曜日・祝日は午前
６ 時～午後 ９ 時半lス
ポーツセンター☎０４２
・４７０・７９００

普通救命講習 
（スポーツセンター主催）

a ８ 月２５日㈪午前 ９ 時半～午後 ０ 時
半bスポーツセンター会議室c心肺
蘇生法、ＡＥＤ（自動体外除細動器）
の使用方法、窒息の手当て、止血法
e市内在勤、在籍（高校生以上）の方
f先着２０人g初講習１,７００円、再講
習１,５００円h筆記用具、室内履き（シ
ューズ）j▼動きやすい服装で（スカ
ート不可）▼後日、認定書を発行し
ますk ７ 月 ２ 日㈬午前１０時から電話
または窓口でl同センター☎０４２・
４７０・７９００

同協会n

市n

　令和 ７ 年度文化芸術振興費補助金を活用し、次の教室を開催します。
詳細は下表の実施団体へお問い合わせください。
　※都合により日時・会場が変更となる場合があります。

令和７年度文化庁伝統文化親子教室

教室名（実施団体） 内容 開催日時 場所 対象 定員 持ち物 費用 申し込み

東久留米こども日本画教室
(東久留米日本画普及委員会)

全３日でデッサンの基本を学
び、岩絵具を用いた日本画
を実際に描き学ぶ

8月20日㈬～22日㈮、いずれも午前
10時～正午

創美流華道会館
（前沢５−７−２７）

小学３年生～高校生
小学４年生以下は保
護者の送迎が必要

１０人

筆 記 用 具、 エ プ
ロ ン、 靴 下、 新
聞紙、雑巾２枚

９００円
（資料費実費）

７月１日㈫から申し込みフォー
ム、m（higasikurume.dento
＠gmail.com）またはo（０４２
・４７１・１６１６）で教室名・氏
名・住所・電話番号・学校名
・学年・生年月日（和暦）を記
入の上、東久留米市文化芸術
創造のまち実行委員会宛て送
信を
■創美流華道会館・渡辺
☎０４２・４７１・４０２２

子ども書道教室（多摩書道研究
會輪

りん
書
しょ

會
かい

）
書道の基本を全３日で学びま
す

８月20日㈬～22日㈮、いずれも午後 
1時半～3時

東久留米茶道　夏の体験教室
（東久留米茶道普及実行委員
会）

お抹茶の点て方など茶道の
基本を夏休みに全３日で体験

８月13日㈬～15日㈮、いずれも午前
１０時～11時半

小学生～高校生
小学４年生以下は保
護者の送迎が必要

筆 記 用 具、 白 い
靴 下、 ベ ル ト ま
たは腰紐

１,５００円
（茶菓代）
（全３日分）

東久留米親子茶の湯教室
（茶の湯教室実行委員会）

お抹茶の作法やお点前など
茶道を全３日で学ぶ

８月２０日㈬～２２日㈮、いずれも午前
１０時～11時半

東久留米子どもいけばな教室
（創美流鴻

こう
月
げつ

會
かい

）
季節の花をいける楽しみを
全９回で学ぶ

８月１７日・３１日、９月１４日・２１日、
１０月２６日（※）、１１月９日・２３日、
１２月２１日（※）・２８日、いずれも日
曜日午前9時半～11時、※は午後1時
～2時半

筆 記 用 具、 エ プ
ロ ン、 靴 下、 新
聞紙、ふきん

１回１,６００円
（花代）

久留米親子いけばな教室　（東
久留米いけばな普及委員会）

四季の花を用いていけばな
の技術を全６回で体験

８月２３日、９月６日、１０月４日、１１月
１５日、１２月１３日、8年1月24日、い
ずれも土曜日午前１０時～11時半

東久留米市立久留米
中学校第3会議室
※車での来場不可

筆 記 用 具、 エ プ
ロ ン、 上 履 き、
新聞紙、ふきん

申し込みフォーム

同センターn
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イベント・講座

児童の居場所づくり事業

　市では、公共施設などを活用して
地域のこども達に健全な遊びを提供
する「児童の居場所づくり事業」を実
施しています。
■本村小学校（屋内）
a ７ 月１5日㈫午後 ４時～ ５時半b体
育館c外国スポーツで楽しもう～モ
ルック～e小学生
■小山台遺跡公園（屋外）
a ７ 月１9日㈯午前１０時～正午cたの
しいお水遊びe乳幼児～小学生
《共通事項》
g無料hタオル、飲み物。屋内は上
履き、屋外は帽子i▼徒歩か自転車
で来場を▼食べ物は原則持ち込み禁
止▼乳幼児は保護者同伴▼動きやす
い服装で▼内容を変更する場合あり
k当日会場でl児童青少年課児童青
少年係☎０４２・４７０・７７３５

和太鼓ワークショップ

　毎月開催している放課後講座の特
別版として、「まろにえ祭り2025」内
で和太鼓ワークショップを開催しま
す。ワークショップの成果を最後に
パフォーマンスステージで披露しま
す。
a ７ 月27日㈰午前１０時～11時半がワ
ークショップ、午後からホールでパ
フォーマンスを実施（予定）b生涯学
習センターeどなたでも（未就学児
は保護者同伴）f先着３０人d井上玲
子氏（楽鼓代表）g５００円hタオル、
飲み物j動きやすい服装でk ７ 月 １
日㈫午前 ９ 時から電話（☎０４２・４７３
・７８１１）または
直接同センター
（第 ４ 月曜日を
除く午前 ９時～
午後 ９ 時）へl
同センター

図 書 館

７ 月の休館日

　金曜日は全館休館です。中央図書
館は１５日㈫も休館です。
l中央図書館☎０４２・４７５・４６４６

展示「東久留米の戦争の記憶をた
ずねて～軍事施設と空襲～」

　今年は戦後80年です。市内には「陸
軍北多摩通信所」や「海軍大和田通信
隊」「武蔵野鉄道引き込み線」など多
くの戦争遺跡があります。これらの
遺跡や市内の空襲被害を図書館資料
や郷土資料室の写真などで紹介しま
す。
a ７ 月１６日㈬～ ９月１５日 の午前
９時～午後 ７時（休館日を除く）b中
央図書館 ２階展示コーナーおよび調
査・資料室l同館☎０４２・４７５・４６４６

２０２５なつのシールラリー

　おすすめの本のリストと「シール
ラリーカード」を市内全図書館で配
布します。たくさん本を借りて読ん
だり、イベントやおはなし会に参加
してシールを集めよう。
a 7 月19日㈯～ 8月31日㈰の午前 9
時～午後 7時（休館日を除く）e幼児
～小学生l中央図書館☎０４２・４７５・
４６４６、滝山図書館
☎０４２・４７１・７２１６、
ひばりが丘図書館
☎０４２・４６３・３９９６、
東部図書館☎０４２
・４７０・８０２２

よもう！あそぼう！かがくのほん
「しおとさとう」

　実験と科学の絵本の読み聞かせイ
ベントです。テーマは「しおとさと
う」。見た目のよく似た ２つの調味
料の違いを、楽しい実験を通して確
かめます。
a ７ 月２７日㈰午前１０時半～１１時半b
中央図書館 １階北開架室e小学生f
先着１５人h筆記用具j協力は科学の
本の読み聞かせの会「ほんとほんと」
k ７ 月 １ 日㈫～
２６日㈯に電話ま
たは同館カウン
ターで（休館日
を除く）l同館
☎ ０４２・４７５・
４６４６

おもしろいけどちょっぴりこわい 
こわ～いおはなし会

a ８ 月 ３ 日㈰午前１０時～１１時、１１時
１５分～午後 ０時１５分b西部地域セン
ター 3階第 2・ 3講習室c夏に聞き
たい少しこわい絵本の読み聞かせと
プラバンの工作をします。各回同じ
内容ですe幼児～小学校低学年（保
護者同伴可）f各回先着１５人（保護者
を除く）i車での来場不可k ７ 月 １
日㈫～ ８月 ２日㈯に電話または滝山
図書館カウンターで（休館日を除く）
l同館☎０４２・４７１・７２１６

親子で楽しむ読書感想文

　保護者がこどもにインタビューし
ながら感想を引き出し、感想文を作
り上げます。
a ８ 月 ３ 日㈰午前１０時～１１時半b中
央図書館 １階北開架室e小学 １・ ２
年生と保護者f先着１５組d藤田利江
氏（全国学校図書館協議会学校図書
館スーパーバイザー）h筆記用具、
感想文を書きたい本i必ず保護者同
伴で参加を。感想文を書きたい本を
事前に親子で読んでくださいk ７ 月
１ 日㈫～ ８月 ２日㈯に電話または同
館カウンターへ（休館日を除く）l同
館☎０４２・４７５・４６４６

親子で調べる学習にチャレンジ！

　調べる学習の進め方を親子で学ん
でみませんか。
a ８ 月 ３ 日㈰午後 １時半～ ３時b中
央図書館 １階北開架室e小学 １・ ２
年生と保護者f先着１５組d藤田利江
氏（全国学校図書館協議会学校図書
館スーパーバイザー）h筆記用具i
必ず保護者同伴で参加をk ７ 月 １ 日
㈫～ ８月 ２日㈯に電話または同館カ
ウンターで（休館日を除く）l同館☎
０４２・４７５・４６４６

めっちゃお話考えYoZe!!

　紙芝居の絵や本の表紙などをヒン
トに参加者が新しいストーリーを考
えて発表し合うイベントです。お話
を作る楽しさを味わってみませんか。
a 8 月 9 日㈯午後 2時～ 4時b中央
図書館 1階北開架室e小学 3年生以
上f先着15人（小学生、中学・高校
生世代、大人各 5 人程度）k 7 月 1
日㈫～ 8月 7日㈭に電話または同館
カウンターで（休館日を除く）l同館
☎042・475・4646

調べ学習　不思議大発見！ 
「飛び出すカードからのびっくり
大発見」

　絵本作家の山本省三氏を迎えてお
話を伺い、著書の「動物ふしぎ発見」
シリーズと「もしも～くらしたら」シ
リーズに出てくる動物や恐竜、乗り
物の特徴やひみつを調べながら、飛
び出すカードを作ります。
a 8 月 9 日㈯午後 2時～ 4時b南部
地域センター 2階講習室 1・ 2e小
学 3年～ 6年生f先着20人d山本省
三氏（絵本作家・一般社団法人日本
児童文芸家協会理事長）h筆記用具
i車での来場不可k 7 月 1 日㈫～ 8
月 7日㈭に電話または直接ひばりが
丘図書館カウンターで（休館日を除
く）l同館☎042・463・3996

第 ３ 回　東久留米市「図書館を使
った調べる学習コンクール」

　身近な疑問や不思議に思うこと、
興味があることを図書館で調べて、
分かったことをまとめて作品にしよ
う。
e市内在住・在学の小・中学生j詳
細は図書館nをご覧くださいk ９ 月
１ 日㈪～２１日㈰に作品を各図書館の
カウンターへ持参を（休館日を除く）。
市立小・中学校の児
童・生徒は学校の担
任に提出してくださ
いl中央図書館☎
０４２・４７５・４６４６ 同館n

　いっしょにおほしさまをながめよう！赤ちゃん大歓迎！泣いてもOK！
０歳から ３歳くらいのお子さんと楽しむプラネタリウムです。
a ７ 月１７日㈭午前１０時半～１１時、１１時半～正午
b多摩六都科学館（西東京市芝久保町 ５ −
１０−６４）
e ０ 歳～ ３歳くらいの乳幼児とご家族
f各回先着２３４人
g観覧付入館券（展示室＋プラネタリウム
１回）１,０４０円（ ４歳～高校生４２０円）
i乳幼児をお連れでない方の観覧はお断り
する場合があります
j次回は 9月 5日㈮です
k当日開館時よりインフォメーションにて
観覧券を販売
l同館☎０４２・４６９・６１００

０歳からのプラネタリウム０歳からのプラネタリウム
　高崎市を代表する風光明媚な
観光地「榛名湖」を舞台に、日本
一標高の高い日本陸上競技連盟
公認コースを走るフルマラソン
大会が、 ９月２8日㈰に開催され
ます。
　コースは標高１,０００メートル
を超える高地で、高低差のある
周回コース。過酷なレースです
が、美しい榛名湖と豊かな自然を楽しみながら挑戦していただけます。
　また、榛名地域特産の果物やスイーツ、大会名物のカ
レーなどを提供するエイドステーションが大変好評です。
ただいまエントリー受付中で、 ８月 ３日㈰までに、大会
nからお申込みください。
l榛名湖マラソン実行委員会事務局☎０２７・３７４・６７１５
（土曜・日曜日・祝日を除く午前 ８時半～午後 ５時１５分）
� （高崎市榛名支所地域振興課）

第１3回榛名湖マラソン

本市と群馬県高崎市榛名地域
は地域間交流を行っています榛 名 だ よ り

過去の開催の様子

大会n

〇
▲
×

〇▲×
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イベント・講座けんこう

（１２面から続く）

「愛の血液助け合い運動」実施中

　 ７ 月 １ 日㈫～31日㈭の １ カ月間は、
「愛の血液助け合い運動」月間として、
全国的な献血運動を実施しています。
ぜひ、献血にご協力をお願いします。
l健康課予防係☎０４２・４７７・００３０

特定健診、後期高齢者健診、無保
険者健診

　 7 月の受診対象は 7 ・ 8 ・ 9 月生
まれの方です。生活習慣病予防、健
康の保持・増進や疾病の早期発見の
ために健診を実施します。健診内容
や実施医療機関などは、 6 月下旬に
発送した個別通知をご確認ください。
大腸がん検診も同時に受診できます。
b市内実施医療機関c診察、身体計
測、血圧、尿検査、血液検査（脂質、
肝機能、血糖など）。今年度の健診
結果などにより貧血、心電図、眼底
検査ありe市内在住で 8 年 3 月末時
点で次のいずれかに該当する方▼特
定健診＝４０歳～７４歳の東久留米市国
民健康保険加入者▼後期高齢者健診
＝後期高齢者医療被保険者▼無保険
者健診＝４０歳以上の生活保護受給者
等i後期高齢者医療保険への切り替
えの関係上、昭和25年 6 月生まれの
方は 7 月に後期高齢者健診としてご
案内していますj ７ 年 ３ 月以降に国
民健康保険に加入した方などで、個
別の通知が届かない方は健康課特定
健診係☎042・４７７・００１３へ問い合わ
せてくださいk直接実施医療機関へ
l同係

イベント・講座イベント・講座
児 童 館

子どもセンターあおぞら 
前沢４-25-８　☎042・471・7071

■幼児のつどい（水遊び）
ac ７ 月 ３ 日㈭午前１０時半～１１時半
e １ ～ ４ 歳児と保護者k当日会場で
■ ８周年やっちゃえあおぞら夏まつ
り
a ７ 月 ６ 日㈰午前１０時～正午が幼児
の部、午後 ２ 時～ ４ 時半が小学生以
上の部（午後 4 時からは、あじさい
公園盆踊りの会による太鼓演奏と盆
踊り）cゾンビタウン、ゲームコー
ナー、工作コーナーなどe乳幼児親
子～高校生世代i事前準備のため、
以下の時間は、通常の利用はできま
せん▼集会室＝ ２ 日㈬～ 6 日㈰▼防
音室＝ ２ 日㈬～ ７ 日㈪▼遊戯室＝ ５
日㈯午後 ３ 時～ 6 日㈰。また、当日
は、図書室と児童室のみ通常の利用
が可能となりますk当日会場で

■リトミック
ae ７ 月１４日㈪午前１０時半～１１時が
首が据わったお子さん～ハイハイま
でのお子さん、午前１１時１５分～１１時
４５分が歩き始めているお子さんf各
回１５組d千葉理恵子氏h飲み物j動
きやすい服装でk ７ 月 ７ 日㈪午前１０
時から電話または来館で

中央児童館 
中央町１-1０-１1　☎042・476・2161

■卓球大会
a ７ 月 ２ 日㈬午後 ３ 時からe小学生
k当日会場で
■幼児のつどい
ac ７ 月 ３ 日㈭が「七夕と ７ ・ ８ 月
お誕生日会」、１０日㈭が「えんにちご
っこ」、いずれも午前１０時半～１１時
１５分e １ ～ ４ 歳児と保護者k当日会
場で
■スポーツで元気
ae ７ 月 ４ 日㈮午前１０時半～１１時が
首が据わったお子さん～ハイハイま
でのお子さん、１１時１５分～１１時４５分
が歩き始めているお子さん、午後 ２
時半～ ３ 時が幼稚園・保育園に通っ
ている年少年代から、午後 ３ 時１０分
～ ３ 時４０分、 ３ 時５０分～ ４ 時２０分が
小学生以上c「リーフスポーツ」の体
操の先生による簡単な運動遊びh飲
み物、小学生以上は室内履きj動き
やすい服装でk当日会場で
■おはなし会
a ７ 月 ８ 日㈫・１５日㈫、いずれも午
後 ３ 時５０分からc絵本の読み聞かせ
や素話などe小学生j協力はおはな
しくぬぎ、中央図書館k当日会場で
■バックギャモンの日
a ７ 月12日㈯午後 ２ 時からc大昔に
生まれたボードゲームを講師の先生
に教わりながら楽しもう‼e小学生
以上d日本バックギャモン協会k当
日会場で

けやき児童館 
大門町２-10-５　☎042・474・6653

■幼児のつどい
ac ７ 月 ３ 日㈭が「縁日ごっこ」、１０
日㈭が「 ７ 月・ ８ 月生まれのお誕生
日会と運動あそび」、いずれも午前
１０時半からe １ ～ ４ 歳児と保護者k
当日会場で
■おはなしの日
a ７ 月 ８ 日㈫・１５日㈫、いずれも午
前１１時～１１時２５分c絵本の読み聞か
せや手遊びなどe乳幼児と保護者d
みくりおはなしの会k当日会場で
■赤ちゃん広場
a ７ 月 ９ 日㈬午前１０時半からc助産
師さんによる体重測定と育児相談e
０ 歳児と保護者dひがしくるめ助産
師会k当日会場で
■スポーツで元気
ae ７ 月１１日㈮①午前１０時半～１１時
がハイハイまでのお子さん②午前１１
時１０分～１１時５０分が歩き始めのお子
さん③午後 ２ 時半～ ３ 時１５分が園児
年代④午後 ３ 時半～ ４ 時半が小学生
以上f①・②は各１２組程度③は１５組
程度i参加人数により、交代制にな
る場合がありますj動きやすい服装
でk当日会場で
■けやっぴタイム
a ７ 月１３日㈰午前１０時半からc体操
や季節の行事を楽しもう！e １ ～ ４
歳児と保護者k当日会場で

子どもセンターひばり 
ひばりが丘団地８-11　☎042・464・9300

■幼児のつどい
ac ７ 月 ３ 日㈭が「七夕工作」、１０日
㈭が「新聞紙遊びと ７ 月誕生日会」、
いずれも午前１０時半～１１時１０分e １  
～ ４ 歳児と保護者k当日会場で

■スポーツで元気
ae ７ 月 ７ 日㈪①午前１０時半～１１時
が首が据わったお子さん②午前１１時
１０分～１１時５０分が歩き始め～ひとり
で歩けるお子さん③午後 ２ 時半～ ３
時１５分が幼稚園・保育園に通ってい
る年少年代から④午後 ３ 時半～ ４ 時
半が小学生以上i参加人数により、
交代制になる場合がありますj動き
やすい服装でk当日会場で
■すくすく広場
a ７ 月 ９ 日㈬午前１０時半～１１時半c
赤ちゃんと親子の音のコミュニケー
ションワークe ０ 歳児と保護者f 
８ 組d炭田契恵子氏k ７ 月 ２ 日㈬午
前１０時から電話または来館で
■ひばCAFE
a ７ 月１１日㈮午前１０時半～１１時半c
夏の過ごし方についてひばり保育園
の看護師とお話ししましょうe乳幼
児と保護者f ８ 組k ７ 月 ４ 日㈮午前
１０時から電話または来館で
■ベビーヨガ
a ７ 月１８日㈮午前１０時半～午後１１時
１５分e首が据わった ０ 歳児と保護者
f１５組d青木奈々氏hバスタオル・
飲み物i動きやすい服装でk ７ 月１１
日㈮午前１０時から電話または来館で

子 育 て
こども家庭センター（滝山ひろば） 
わくわく健康プラザ２階　☎042・420・6743

■本村小・十小なかよし広場
ab 7 月 ４ 日㈮が本村小学校相談室、
11日㈮が第十小学校ランチルーム、
いずれも午前１０時〜１１時半cお子さ
んと遊びながら育児の情報交換e乳
幼児と保護者i徒歩か自転車で来場
をk当日会場で
■わくわく赤ちゃんひろば
ae ７ 月 ９ 日㈬が「ねんねの会」０  
〜６  カ月児と保護者、２３日㈬が「は
いはいの会」７ 〜１２カ月児と保護者、
いずれも午前１０時〜１１時半c親子の
触れ合い遊び、情報交換、ねんねの
会は助産師、はいはいの会は栄養士
による相談、体重測定他f各１０組h
バスタオル、母子健康手帳jきょう
だいの保育あり（各回先着 ３ 人）k ７
月 ２ 日㈬午前１０時から電話または同
センターで
■わくわくおはなし広場
a 7 月２2日㈫午前１１時～１１時２０分c
乳幼児向けの絵本の読み聞かせ、ペ
ープサート・手遊びや親子の触れ合
い遊びe ０ 歳～未就学児と保護者f
１０組k 7 月 8 日㈫午前１０時から電話
または同センターで

地域子育てひろば上の原 
上の原１-２-44　☎042・420・9011

■久留米中なかよし広場
a ７ 月１０日㈭午前１０時～１１時半b久
留米中学校会議室cお子さんと遊び
ながら育児の情報交換e乳幼児と保
護者hスリッパi徒歩か自転車で来
場をk当日会場で
■おはなし広場
a ７ 月１４日㈪午前１１時～１１時半cボ
ランティアによる読み聞かせや手遊
びなどe １ 歳以上の乳幼児と保護者
f１０組k ７ 月 ７ 日㈪午前１０時から電
話または同ひろば上の原で
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　前回は「画像診断とは」・「放射
線科医及び放射線技師とは」につ
いて記載させて頂きました。今回
は画像検査、特にCTについて簡
単ではありますが解説させて頂き
ます。
　CTとは放射線を回転させなが
ら照射・検出することによって、
身体を輪切りにして撮像する検査
です。身体の奥まで診断すること
が可能であり、炎症や癌など多く
の病気を診断できます。撮像範囲
も頭から胸・腹部のほかにも手足
などの骨折の有無などまで、広い
範囲を行うことができます。撮像
自体も ５ 分程度で終わるので、患
者様の負担も軽く、また脳出血や
消化管穿孔（胃や腸などに穴が開
いてしまうこと）など緊急性の高
い場合の診断にも有用です。
　こちらの検査は放射線を使用す
るので、どうしても被曝の問題が
出てきます。一般的にCTの被曝
は多くとも10ｍSV（ミリシーベル
ト）と言われております。なお年
間2.1mSVの放射線を自然放射線
としてみな浴びております。
　ではどのくらい放射線を浴びる

と身体に障害を呈するかというと、
まず確定的影響と確率的影響とい
ったものが存在します。確定的影
響とは、これ以上なら影響が生じ
るという、しきい線量が存在する
ということです。例えば造血能低
下を起こすのは0.5Gy（グレイと
いいます。シーベルトと意味の違
いはあるものの、今回は同じもの
と判断していただいてよいです。
この場合500mSVと同じと考えれ
ばわかりやすいです。）も照射しな
いと起きません。一方、確率的影
響にはしきい線量はないですが、
100mSV以下の低線量域について
は、放射線被曝による確率的影響
を疫学的に検出することは極めて
難しいです。これらから、CTで
の放射線照射量を10回分一気に照
射しない限り障害はほぼ起こらな
いと考えられるので、CT検査の
被曝は安全な範囲といえます。
　以上がCTの解説となります。
次回はMRIについての解説を行い
たいと思います。
� （東久留米市医師会）

いきいき健康家族いきいき健康家族
『画像診断について２』

No.No.221221いきいき健康家族



広告欄　内容については広告主にお問い合わせください休日・準夜間診療
保険資格が確認できるものをご持参ください
（資格確認ができないと自費診療になります）
受診時は必ず事前に電話でご連絡ください。

休日診療（日曜日と祝日の午前 ９時〜正午および午後 １時〜 ４時半）
※混雑状況により受付時間が変更になる場合があります。

内科・ 小児科※薬の処方は最低限の日数です。
７ 月 ６ 日＝石橋クリニック（東本町 ８− ９、☎０４２・４７７・５５６６）
７ 月１３日＝休日医科診療所
� （滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７３・３６６３）
歯科
７ 月 ６ 日・１３日＝休日歯科診療所
� （滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７４・５１５２）

休日準夜間診療医療機関（診療科目・時間などは当日事前にご確認ください）

７ 月 ６ 日＝前田病院（中央町 ５−１３−３４、☎０４２・４７３・２１３３）
７ 月１３日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎０４２・４７３・３３１１）

平日準夜間小児初期救急診療

月曜・水曜・木曜・金曜日（午後 ７時半〜１０時半、受付は１０時２０分まで）
　＝佐々総合病院（西東京市田無町 ４−２４−１５、☎０570・0１・3399）
月曜〜金曜日（午後 ７時半〜１０時半）
　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町 １− ７− １、☎０４２・３９６・３８１１）

けんこう

乳がん検診

　複十字病院、検診車（わくわく健
康プラザ）の乳がん検診申し込みを
開始します。
a複十字病院=10月 1 日㈬～ ８ 年 2
月2７日㈮(休診日を除く)、検診車=
右下表のとおりb複十字病院健康管
理センター（清瀬市）、公益財団法人
東京都予防医学協会の検診車（わく
わく健康プラザ）c問診、マンモグ
ラフィ検査（乳房エックス線検査）　
※視触診は実施しません。e市内在
住の４０歳以上の女性で、 ７年１２月３１
日時点で奇数年齢の方。ただし、次
の①～④のいずれかに該当する方は
ご遠慮ください。①乳房の疾患で治
療中の方、経過観察中の方②妊娠中、
授乳中、卒乳後半年を経過していな
い方③豊胸手術を受けている方④心
臓にペースメーカーを入れている方
g1,000円（受診医療機関でお支払い
ください）　※生活保護受給者など
は無料。ただし、受給証明書などの
提出が必要です。i▼希望日の申込
者が多数の場合、受診できないこと
があります▼申し込み後の日程変更
はできませんj実施医療機関の特徴
を市nに掲載していますk ７ 月 １ 日
㈫～３１日㈭に原則
申し込みフォーム
で。申し込みフォ
ームで検診車を予
約する場合、申し
込み時に受診日を

確定できます。申し込みフォームで
の申請が難しい方は、 １人 １枚のは
がきに必要事項（下図参照）を記入の
上、〒２０３−００３３、滝山 ４ − ３ −１４、
わくわく健康プラザ内、健康課特定
健診係宛て郵送（消印有効）を。郵便
料金の不足がないようご注意くださ
い。申し込み結果は ９月上旬から順
次送付しますl健康課特定健診係☎
042・477・0013

◎アルテミスウイメンズホスピタル
での乳がん検診
　 6月 1日から実施中
です。受診をご希望の
方は、同院nからご予
約ください。

子ども相談

a 7 月 8 日㈫午前 ９時半～午後 ３時
bわくわく健康プラザ相談室 ２cお
子さんの成長や発達、ことば、話し
方、育児疲れなどの相談を心理相談
員がお受けしますe幼児と保護者
kl電話で健康課保健サービス係☎
042・477・0022へ

すくすく子育て相談

a ７ 月１１日㈮午前 ９時半～午後 ２時
bわくわく健康プラザc育児の相談、
身体測定e乳幼児と保護者k市nの
申し込みフォームまたは子育て応援
アプリ「くるめっこナ
ビ」健康課予約システ
ムでl健康課保健サー
ビス係☎ ０４２・４７７・
００２２

はじめてのはみがき 
"歯っぴーベイビー"

a ７ 月１5日㈫ 0 歳児クラス＝午前10
時～11時半bわくわく健康プラザ講
堂c歯の手入れ方法、むし歯予防、
親子遊びなどe満 ７カ月～１１カ月児
と保護者f先着１５組（初めての方を
優先）h母子健康手帳
・歯ブラシk ７ 月 １ 日
㈫から市nの申し込み
フォームでl健康課保
健サービス係☎042・
477・0022

ＢＣＧ予防接種

a ７ 月１６日㈬bわくわく健康プラザ
e ７ 年 ２ 月生まれの乳児（生後 ６カ
月以上 １歳になる誕生日の前日まで
の未接種の乳児も可）h母子健康手

帳、予診票j日程の都合がつかない
方は、次回 ８月２０日㈬でも接種可k
当日会場でl健康課予防係☎０４２・
４７７・００３０

離乳食教室

■離乳食ステップ ２
　離乳食 ２回食へ移行時期の離乳食
についてお伝えします。
a 7 月２3日㈬午後 １時１５分～ ２時半
bわくわく健康プラザ 1階講堂c ２
回食に移行時期の離乳食の紹介と試
食e ６ 年１２月、 ７年 １月生まれのお
子さんの保護者f先着１２組
■離乳食ステップ ４
　 １歳頃から幼児食へ移行する前の
離乳食完了期の食事についてお伝え
します。
a ７ 月２３日㈬午前 ９時４５分～１１時b
わくわく健康プラザc離乳食完了期
の食事の紹介と試食e ６ 年 １ 月～ ８
月に生まれたお子さんの保護者f先
着１０組
《共通事項》
d管理栄養士h申し込み時に確認し
てくださいk ７ 月 １ 日㈫より市nの
申し込みフォームまた
は子育て応援アプリ
「くるめっこナビ」健康
課予約システムでl健
康課保健サービス係☎
042・477・0022
� （１１面へ続く）

け ん こ うけ ん こ う

「乳がん検診希望」
①　希望検診場所
②　生年月日（和暦）
③　年齢
④　氏名（フリガナ）
⑤　住所
⑥　電話番号
⑦　希望日
（検診車を希望の方のみ下表から選択※）
　　第 １希望　○月○○日　午後
　　第 ２希望　△月△△日　午前
　　第 ３希望　□月□□日　午後

図　申し込みはがき記入項目
往復はがきではなく、
通常（片面）はがきで
お申し込みください。

※�複十字病院を希望する方は、受診希望日の記入
は不要です。受診日は後日送付する封書に記載
の「予約電話番号」へご自身で連絡し決めていた
だきます。
表　検診車実施日一覧(１０月～１２月)

１０月 17日㈮・18日㈯・20日㈪・21日㈫

１１月 21日㈮・22日㈯

１２月 １９日㈮・２０日㈯

※各日、午前・午後を選択できます。
※�12月下旬～8年2月実施分の申し込みは広報9月
1日号、11月1日号で順次ご案内します。

申し込み
フォーム 同院n

市n

市n

市n

〈今月の月間・週間案内〉“社会を明るくする運動”強調月間、青少年の被害・非行防止全国強調月間、海の事故ゼロキャンペーン（16日〜31日）、川の日（７日）
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

7．7．1

◎ご意見箱設置場所
　市役所１階屋内ひろば、上の原・ひばりが丘
・滝山の各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス
　☎・FAX042・472・1131（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（https://www.city.higashik 
urume.lg.jp）のご意見箱（「東久留米市につい
て」「広報・広聴」「声をお聞かせください」から）

➡市政へのご要望・ご意見はこちらへ

東久留米市プロモーション動画

市公式X 市公式Facebook

市公式動画チャンネル 市LINE公式アカウント

けんこうとイベント・講座は8面まで続きます
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